
【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成20年3月25日

【中間会計期間】 自　平成19年7月1日　至　平成19年12月31日

【会社名】 株式会社ライフステージ

【英訳名】 ＬＩＦＥ　ＳＴＡＧＥ　ＣＯ.,ＬＴＤ.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　大塚　満

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目５番１５号

【電話番号】 （06）6305－3511

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長　　豊崎　優

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区西中島五丁目５番15号

【電話番号】 （06）6305－3511

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長　　豊崎　優

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

EDINET提出書類

株式会社ライフステージ(E04056)

半期報告書

 1/87



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第16期中 第17期中 第18期中 第16期 第17期

会計期間

自　平成17年
７月１日

至　平成17年
12月31日

自　平成18年
７月１日

至　平成18年
12月31日

自　平成19年
７月１日

至　平成19年
12月31日

自　平成17年
７月１日

至　平成18年
６月30日

自　平成18年
７月１日

至　平成19年
６月30日

売上高 （千円） 1,402,349 1,744,976 2,699,372 3,325,385 5,835,090

経常利益又は経常損失（△） （千円） 21,006 207,682 △483,545 399,648 337,158

中間（当期）純利益又は

中間純損失（△）
（千円） 2,129 112,294 △318,182 220,233 173,748

純資産額 （千円） 1,032,572 1,887,965 1,489,982 1,213,666 1,888,286

総資産額 （千円） 3,408,042 6,338,794 21,486,380 4,778,990 14,529,936

１株当たり純資産額 （円） 264,220.31 103,850.88 81,034.31 81,695.34 103,121.69

１株当たり中間（当期）純利益

又は１株当たり中間純損失（△）
（円） 544.87 6,171.21 △17,545.07 17,468.02 9,551.11

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
（円） － 5,841.35 － － 9,073.30

自己資本比率 （％） 30.3 29.7 6.8 25.4 12.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △9,010 △1,730,145 △5,876,926 △1,018,444 △6,706,986

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 2,839 △42,270 △37,098 86,187 84,877

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 247,120 1,376,535 6,427,672 1,701,419 6,245,513

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
（千円） 864,122 996,454 1,529,387 1,392,335 1,015,740

従業員数 （人） 154 160 208 152 196

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第16期は新株引受権付社債及び新株予約権を発行

しておりますが、当社株式が非上場であったため、記載しておりません。

また、第18期中間は潜在株式は存在するものの、１株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。

３．当社は、平成18年２月10日付で普通株式１株を３株に分割いたしました。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第16期中 第17期中 第18期中 第16期 第17期

会計期間

自　平成17年
７月１日

至　平成17年
12月31日

自　平成18年
７月１日

至　平成18年
12月31日

自　平成19年
７月１日

至　平成19年
12月31日

自　平成17年
７月１日

至　平成18年
６月30日

自　平成18年
７月１日

至　平成19年
６月30日

売上高 （千円） 907,176 1,308,603 1,888,667 2,273,200 3,379,754

経常利益又は経常損失（△） （千円） △15,950 201,437 △304,569 352,467 292,001

中間（当期）純利益又は

中間純損失（△）
（千円） △19,403 108,726 △191,298 187,314 161,245

資本金 （千円） 182,100 515,461 515,461 209,561 515,461

発行済株式総数 （株） 3,908 18,356 18,356 14,856 18,356

純資産額 （千円） 1,053,849 1,894,287 1,603,856 1,223,555 1,885,711

総資産額 （千円） 3,013,758 4,089,444 10,046,164 2,838,051 5,728,862

１株当たり純資産額 （円） 269,664.57 104,199.06 87,917.30 82,361.05 102,980.54

１株当たり中間（当期）純利益

又は１株当たり中間純損失（△）
（円） △4,965.14 5,975.13 △10,548.51 14,856.97 8,863.77

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
（円） － 5,655.75 － － 8,420.34

１株当たり配当額 （円） － － － － 2,300

自己資本比率 （％） 35.0 46.3 15.8 43.1 32.8

従業員数 （人） 143 143 163 139 169

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第16期は新株引受権付社債及び新株予約権を発行

しておりますが、当社株式が非上場であったため、記載しておりません。

また、第18期中間は潜在株式は存在するものの１株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。

３．当社は、平成18年２月10日付で普通株式１株を３株に分割いたしました。
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２【事業の内容】

　当社グループは、当社、連結子会社８社の計９社より構成されており、受託販売事業、アセットソリューション事業、

住宅設備備品販売事業、不動産分譲事業、賃貸住宅事業を主たる業務としております。

　当中間連結会計期間における、各部門に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとおりであり

ます。

＜受託販売事業＞

　主な事業内容及び主な関係会社の異動はありません。

＜アセットソリューション事業＞

　主な事業内容及び主な関係会社の異動はありません。

＜住宅設備備品販売事業＞

　主な事業内容及び主な関係会社の異動はありません。

＜不動産分譲事業＞

　主な事業内容及び主な関係会社の異動はありません。

＜賃貸住宅事業＞

　主な事業内容及び主な関係会社の異動はありません。

＜住宅関連サービス事業＞

　当中間連結会計期間において、当社が東京都中央区に本社を置く株式会社ベルスを連結子会社による株式交換、吸

収分割を用いて全事業を承継し、連結子会社化したことに伴い、住宅関連サービス事業を開始いたしました。

　同事業の内容は、国内大手企業、外資系大手企業等に対して、社宅斡旋、持家情報提供、企業福利厚生業務アウト

ソーシング受託等の各種住宅関連サービスを提供しております。なお、企業福利厚生業務アウトソーシング受託に

関しましては、大手同業企業とサービスメニューを共有しております。

　当社グループは、同社の連結子会社化により、当社の主力事業である受託販売事業の販売力強化を図るとともに、

当社グループが有する住宅関連事業との相互紹介によるシナジー効果の発揮を図ってまいります。

３【関係会社の状況】

　当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所有割合
又は被所有割合

（％）
関係内容

（連結子会社）      

株式会社ベルス 東京都中央区 6,675 住宅関連サービス事業
（注）

94.0
役員の兼任２名
債務保証
資金貸付

（注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
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４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成19年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

受託販売事業 125

アセットソリューション事業 12

住宅設備備品販売事業 7

不動産分譲事業 8

賃貸住宅事業 10

住宅関連サービス事業 22

全社（共通） 24

合計 208

（注）１．従業員数は当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む就

業人員数であります。

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。

 

(2）提出会社の状況

 平成19年12月31日現在

従業員数（人） 163

（注）従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　中間連結会計期間におけるわが国の経済は、大企業を中心に企業収益が高水準で推移したことに加え、設備投資の

増加、雇用情勢の改善により、緩やかな景気回復基調が続きました。しかしながら、原油価格の高騰、米国サブプライ

ムローンに端を発した世界同時株安や円高の進行は、わが国の経済に深刻な影響を及ぼす可能性が出てきておりま

す。

　分譲マンション業界におきましては、地価上昇、建築コストの増加に伴う販売価格の上昇に消費者の購買力が追い

つかず、首都圏、近畿圏とも契約率はバブル崩壊直後並みの低水準となりました。また、改正建築基準法の影響によ

る着工遅延を要因として、首都圏におけるマンション販売戸数は前年比減少し、近畿圏におけるマンション販売戸

数は前年比微増にとどまりました。

　このような環境の中、受託販売事業におきましては、消費者の購買力低迷を主な要因として、契約件数は832件（前

年同期比3.4％減）となりましたが、受託物件の完売インセンティブの計上により、売上高は881百万円（前年同期比

4.3％増）となりました。

　アセットソリューション事業におきましては、開発委託手数料等の収受が順調に進みましたが、当連結会計年度に

おいて計画している同事業売上高の大半の計上時期が第３四半期以降に集中しているため、売上高は520百万円

（前年同期比12.7％増）となりました。

　不動産分譲事業におきましては、連結子会社である株式会社セルサスコーポレーションが行う新築マンション分

譲事業に加え、当社にて新築分譲マンション買取再販事業を開始いたしました。

　不動産分譲事業（新築マンション分譲事業）におきましては、新たに３物件の分譲を開始いたしましたが、引渡を

開始した物件の工事原価振替により、売上原価が大幅に増加いたしました。

　不動産分譲事業（新築分譲マンション買取再販事業）におきましては、現在、東京及び大阪にて１物件ずつ事業を

行っておりますが、両物件とも引渡が開始しており、売上高の増加に貢献しております。

  しかしながら、アセットソリューション事業及び不動産分譲事業（新築マンション分譲事業）における先行投資

並びに賃貸住宅事業における賃貸物件保有のための有利子負債増加による支払金利負担が前年同期比増加してい

ることに加え、不動産分譲事業（新築分譲マンション買取再販事業）における広告宣伝費が先行して発生いたしま

した。

　これらの結果、当中間連結会計期間につきましては、連結売上高が2,699百万円（前年同期比54.7％増）、連結営業

損失が310百万円（前中間期は272百万円の営業利益）、連結経常損失が483百万円（前中間期は207百万円の経常利

益）、連結中間純損失が318百万円（前中間期は112百万円の連結中間純利益）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①受託販売事業　　売上高　881百万円、営業損失　20百万円

　受託販売事業に関しましては、マンション販売価格上昇に対する消費者の購買力低迷により、契約件数が832件

（前年同期比3.4％減）となったものの、受託物件の完売インセンティブの計上により、売上高は881百万円（前年同

期比4.3％増）となりました。

　また、収益性、効率性の高い物件に厳選して受託した結果、新規受託件数が減少しました。新規受託件数の減少に伴

い、売上原価の低減に努めましたが、前年同期比減少には至りませんでした。

　これらの結果、当セグメントの売上高は前年同期比4.3％増、営業損失は20百万円（前年同期は経常利益18百万円）

となりました。 

②アセットソリューション事業　　売上高　520百万円、営業利益　９百万円 

　アセットソリューション事業に関しましては、現在、大阪市及び神戸市を中心に10案件を遂行しております。当中

間連結会計期間におきましては、北堀江賃貸マンションプロジェクト及び西天満賃貸マンションプロジェクトの完

成による開発委託手数料等の収受等により、売上高及び営業利益を計上いたしました。なお、当連結会計年度におい

て計画している同事業売上高の大半の計上時期は、第３四半期以降に集中しております。

　これらの結果、当セグメントの売上高は前年同期比12.7％増、営業利益は前年同期比97.7％減となりました。 

　また、前連結会計年度より、アセットソリューション事業における競争力向上、自社開発プランの収益力拡大並び

に遊休地等の有効活用提案力向上を目的として、商業施設の開発を開始しております。　

　その一環として、当社は、平成19年２月に神戸市が実施した都心ウォーターフロント集客、観光施設用地の公募に

おいて、ポートタワーに隣接した商業施設用地（約11,279㎡）を落札し、ＳＰＣ方式により取得いたしました。当商

業計画（神戸ポートタワーサイド商業計画）の計画施設としては、神戸港に面した南側に商業棟を、北側に駐車場

棟を配置し、商業棟１階から４階に物販、サービス、飲食店舗等を誘致し、１階の一部及び５階から８階にホテルを

配置する予定であります。当商業施設のホテル部分に関しましては、「神戸北野ホテル」を運営するイグレックグ

ループと共同開発を行い、配置予定のホテルを「シティ型オーベルジュ」とした開発を進めてまいります。
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　開業は平成21年春季を予定しております。

※「オーベルジュ」　：　仏語で宿泊設備を備えたレストランの意

③住宅設備備品販売事業　　売上高　170百万円、営業損失　18百万円

　住宅設備備品販売事業に関しましては、販売権を取得した物件の竣工時期が前年同期に比べ、下半期に集中するこ

とにより、売上高も減少いたしました。

　その結果、当セグメントの売上高は前年同期比54.8％減、営業損失は18百万円（前年同期は経常損失35百万円）と

なりました。

④不動産分譲事業　　売上高　860百万円、営業損失　51百万円

　不動産分譲事業（新築マンション分譲事業）に関しましては、桃山御陵プロジェクト（総戸数58戸）が完売し、既

に分譲を開始しております西神南プロジェクト（総戸数254戸）、戸田公園プロジェクト（総戸数55戸）、平野長原

プロジェクト（総戸数244戸）に加え、御影プロジェクト（総戸数50戸）、夙川香櫨園プロジェクト（総戸数35

戸）、粉浜プロジェクト（総戸数64戸）につきましても分譲を開始いたしました。

　当中間連結会計期間におきましては、香櫨園プロジェクトのみ引渡が開始されたことにより、経常支出が先行いた

しました。

  また、当中間連結会計期間より、当社にて事業を開始した不動産分譲事業（新築分譲マンション買取再販事業）

におきましては、現在、東京、大阪にて１物件ずつ事業を行っておりますが、両物件とも引渡の一部開始にとどまり

ました。

　これらの結果、当セグメントの売上高は前年同期比1,312.6％増、営業損失は51百万円（前期同期は経常損失７百万

円）となりました。

⑤賃貸住宅事業　　売上高　266百万円、営業利益　12百万円

　賃貸住宅事業に関しましては、群馬県高崎市におきまして、鉄骨造アパートの建設、不動産投資事業、賃貸アパート

の取得、保有、管理並びに処分等を行っております。独自開発による鉄骨造アパート「スーパードーム」は品質及び

コスト面におきまして優位性を有しております。

　同事業につきましては、 Ｍ＆Ａによる事業開始以来、従来有していた事業基盤を基調とした事業を行い、売上高、

営業利益につきましても堅調に推移しております。

⑥住宅関連サービス事業　　売上高　－百万円、営業利益　－百万円

　当中間連結会計期間において、当社が東京都中央区に本社を置く株式会社ベルスを連結子会社による株式交換、吸

収分割を用いて全事業を承継し、連結子会社化したことに伴い、住宅関連サービス事業を開始いたしました。

　同事業の内容は、国内大手企業、外資系大手企業等に対して、社宅斡旋、持家情報提供、企業福利厚生業務アウト

ソーシング受託等の各種住宅関連サービスを提供しております。なお、企業福利厚生業務アウトソーシング受託に

関しましては、大手同業企業とサービスメニューを共有しております。

　同事業につきましては、平成19年12月20日付にて株式交換、吸収分割の効力が発生しており、当中間連結会計期間

末までの期間が短期間であることから、同社の業績は連結損益計算書に反映させず、貸借対照表のみ連結貸借対照

表に反映させております。

(2）キャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により5,876百万円減少、

投資活動により37百万円減少、財務活動により6,427百万円増加し、当中間連結会計期間末には1,529百万円（前年同

期比53.5％増）となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、減少した資金は5,876百万円（前年同期は1,730百万円の減少）となりました。

　これは主に、たな卸資産の増加（4,925百万円）及び税金等調整前中間純損失483百万円の計上によるものであり

ます。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、減少した資金は37百万円（前年同期は42百万円の減少）となりました。 

　これは主に、投資有価証券の取得による支出（28百万円）、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支

出（14百万円）があったものの、貸付金回収による収入（28百万円）があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、増加した資金は6,427百万円（前年同期は1,376百万円の増加）となりました。 

　これは主に、長期借入金の返済による支出（182百万円）があったものの、短期借入金の純増加（3,445百万円）
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及び長期借入れによる収入（3,252百万円）があったことによるものであります。

２【仕入及び販売の状況】

(1）仕入実績

　当中間連結会計期間の仕入実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前年同期比（％）

受託販売事業 （千円） － －

アセットソリューション事業 （千円） 3,611,891 384.0

住宅設備備品販売事業 （千円） 140,071 46.8

不動産分譲事業 （千円） 2,588,568 474.4

賃貸住宅事業 （千円） 75,864 －

合計 6,416,396 359.4

(2）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前年同期比（％）

受託販売事業 （千円） 881,333 104.3

アセットソリューション事業 （千円） 520,000 112.7

住宅設備備品販売事業 （千円） 170,720 45.2

不動産分譲事業 （千円） 860,995 1,412.6

賃貸住宅事業 （千円） 266,322 －

合計 2,699,372 154.7

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は、

次のとおりであります。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社ラナップコーポレーション － － 395,000 14.6

（注）前中間連結会計期間の株式会社ラナップコーポレーションへの販売実績はございません。

３【対処すべき課題】

　当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
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４【経営上の重要な契約等】

　当社、当社子会社（旧社名株式会社ＬＳＢ、株式会社ベルスに商号変更）及び株式会社ベルス（箱崎管財株式会社へ

商号変更）は、主力事業である受託販売事業の販売力強化を図るとともに、当社グループが有する住宅関連事業との

相互紹介の促進等によるシナジー効果の発揮を図ることを目的として、平成19年10月11日に「当社とベルス間におけ

る基本合意書」「ＬＳＢとベルス間における株式交換契約及び会社分割契約」を締結しました。

　株式交換の概要は、次のとおりであります。

(1）株式交換の内容

株式会社ＬＳＢが新たに発行する株式を株式会社ベルスの既存株主が所有する同社株式と交換

(2）株式交換の日

平成19年12月20日

(3）株式交換の方法

株式会社ベルスの株式10株に対して、株式会社ＬＳＢの株式１株を割当て交付

(4）株式交換比率

 株式会社ＬＳＢ 株式会社ベルス

株式交換比率 10.00 1.00

(5）株式交換比率の算定根拠

　第三者機関が行った株式会社ベルスの財務状況調査報告書等を参考に、当社と株式会社ベルスが株式交換比率に

ついて、総合的な検討と協議を重ねて株式交換比率を算定いたしました。

また、会社分割の概要は、次のとおりであります。

(1）株式分割の内容

　株式交換と同日付にて、株式会社ＬＳＢと株式会社ベルス間での株式会社ベルスの全事業を株式会社ＬＳＢに事

業承継させる会社分割

(2）会社分割の方法

株式会社ＬＳＢを承継会社とし、株式会社ベルスを分割会社とする物的分割

(3）分割期日

平成19年12月20日

(4）承継会社が承継する権利義務

承継事業に係る資産、負債及び承継事業を継続するために必要な権利義務

株式会社ベルスの資産・負債の状況及び概要は、次のとおりであります。

株式会社ベルスの資産・負債の状況（平成19年12月19日現在）

資産 金額（千円） 負債 金額（千円）

流動資産 114,654 流動負債 36,760

固定資産 99,369 固定負債 116,949

合計 214,023 合計 153,709

株式会社ベルスの概要

代 表 者　　代表取締役社長　三寺　昭雄

資 本 金　　95,200千円

住    所　　東京都中央区

事業内容　　職域福利厚生サービス、不動産売買・賃貸・管理の紹介・斡旋

業    績　　平成18年12月期

売上高　　　　　　604,029千円

経常利益 　　　　  74,987千円

当期純利益 　　    75,559千円

なお、株式交換、会社分割後の状況は、次のとおりであります。

①株式会社ＬＳＢは、株式交換及び会社分割の効力発生日に、商号を株式会社ベルスへ変更

②株式会社ベルスは、株式交換及び会社分割の効力発生日に、商号を箱崎管財株式会社へ変更

③株式会社ＬＳＢは、会社分割の効力発生を条件に、株式交換及び会社分割の効力発生日において、株式会社ＬＳＢ

と株式会社ベルスの既存株主との株式交換により保有することとなった箱崎管財株式会社の発行済株式全てを

箱崎管財株式会社が指定する第三者に譲渡（株式譲渡後は、株式会社ＬＳＢと箱崎管財株式会社の資本関係は無

くなる）
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５【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間連結会計期間において、重要な設備の新設、除却等について該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 46,800

計 46,800

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在
発行数（株）
（平成19年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年３月25日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 18,356 18,356
大阪証券取引所
（ニッポン・ニュー・マー
ケット－「ヘラクレス」）

―――

計 18,356 18,356 ―――――― ―――

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成14年６月26日臨時株主総会決議（発行日：平成14年６月26日）

区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の数（個）
105

（注３）
同左

新株予約権のうち自己新株予約権の

数（個）
－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数

（株）

105

（注３・８）
同左

新株予約権の行使時の払込金額

（円）

26,234

（注７）
同左

新株予約権の行使期間
平成17年12月１日から

平成22年11月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額（円）

発行価格　　26,234

資本組入額　13,117

（注７）

同左

新株予約権の行使の条件 （注５） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注６） 同左

代用払込みに関する事項 ―――――― ――――――

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
―――――― ――――――

②平成14年６月26日臨時株主総会決議（発行日：平成15年６月23日）

区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の数（個）
489

（注３）
同左

新株予約権のうち自己新株予約権の

数（個）
－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左
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区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の目的となる株式の数

（株）

489

（注３・９）
同左

新株予約権の行使時の払込金額

（円）

38,900

（注４・７）
同左

新株予約権の行使期間
平成17年12月１日から

平成22年11月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額（円）

発行価格　　38,900

資本組入額　19,450

（注４・７）

同左

新株予約権の行使の条件 （注５） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注６） 同左

代用払込みに関する事項 ―――――― ――――――

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
―――――― ――――――

③平成17年５月17日臨時株主総会決議（発行日：平成17年６月27日）

区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の数（個）
444

（注３）

441

（注３）

新株予約権のうち自己新株予約権の

数（個）
－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数

（株）

444

（注３・10）

441

（注３・10）

新株予約権の行使時の払込金額

（円）

76,667

（注７）
同左

新株予約権の行使期間
平成20年７月１日から

平成25年６月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額（円）

発行価格　　76,667

資本組入額　38,334

（注７）

同左

新株予約権の行使の条件 （注５） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注６） 同左

代用払込みに関する事項 ―――――― ――――――

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
―――――― ――――――

④平成18年１月26日臨時株主総会決議（発行日：平成18年３月13日）

区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の数（個）
75

（注３）
同左

新株予約権のうち自己新株予約権の

数（個）
－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数

（株）

75

（注３・11）
同左
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区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の行使時の払込金額

（円）

116,667

（注７）
同左

新株予約権の行使期間
平成20年７月１日から

平成25年６月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額（円）

発行価格　 116,667

資本組入額　58,334

（注７）

同左

新株予約権の行使の条件 （注５） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注６） 同左

代用払込みに関する事項 ―――――― ――――――

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
―――――― ――――――

（注）１．当社が株式分割または併合を行う場合には、次の算式により株式数を調整します。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２．当社が株式分割及び時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

る１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たりの払込金額

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

（併合の場合は減少株式数を減ずる）

３．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当退職者の退職等により割当対象者でなくなった

新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

４．平成17年５月16日開催の取締役会決議に基づき、新株予約権の行使時の払込金額が78,700円から116,700円に変

更されたものであります。

５．新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。

(1）対象者は、権利行使時においても、当社及び子会社の取締役、監査役、従業員もしくは当社関連会社の取締役

の何れかの地位を保有していることを要す。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合はこの限

りではない。

(2）対象者が死亡した場合、対象者の相続人による本新株予約権の相続は認めず、本新株予約権は失効する。

(3）新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

(4）新株予約権の一部行使はできないこととする。

(5）その他の細目事項については、「株式会社ライフステージ新株予約権付与契約」に定めるところによる。

６．新株予約権の譲渡に関する事項は、次のとおりであります。

　新株予約権を譲渡することはできない。

７．新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により発行する場合の発行価格及び資本組入額は、平成

18年２月10日付で普通株式１株を３株に分割したことに伴い調整しております。

８．株主総会決議時の発行予定株式数は83株ですが、平成18年２月10日付で普通株式１株を３株に分割したこと及

び付与対象者の退職により、平成20年２月29日現在、発行予定株式数は105株となりました。

９．株主総会決議時の発行予定株式数は217株ですが、平成18年２月10日付で普通株式１株を３株に分割したこと

及び付与対象者の退職により、平成20年２月29日現在、発行予定株式数は489株となりました。

10．株主総会決議時の発行予定株式数は175株ですが、平成18年２月10日付で普通株式１株を３株に分割したこと

及び付与対象者の退職により、平成20年２月29日現在、発行予定株式数は441株となりました。

11．株主総会決議時の発行予定株式数は29株ですが、平成18年２月10日付で普通株式１株を３株に分割したことに

より、平成20年２月29日現在、発行予定株式数は75株となりました。

　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成18年９月27日定時株主総会決議（発行日：平成18年10月16日）

区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の数（個）
50

（注３）
同左
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区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権のうち自己新株予約権の

数（個）
－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数

（株）

50

（注３）
同左

新株予約権の行使時の払込金額

（円）
276,750 同左

新株予約権の行使期間
平成21年10月１日から

平成26年９月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額（円）

発行価格　　　276,750

資本組入額　　138,375
同左

新株予約権の行使の条件 （注４） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注５） 同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
――――― ―――――

（注）１．当社が株式分割または併合を行う場合には、次の算式により株式数を調整します。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２．当社が株式分割または併合を行うときは、次の算式により行使金額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げます。

調整後行使金額 ＝ 調整前行使金額 ×
１

分割・併合の割合

また、当社が時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げます。

調整後行使金額 ＝ 調整前行使金額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

３．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当退職者の退職等により割当対象者でなくなった

新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

４．新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。

(1）新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役もしくは執行役員でなけれ

ばならない。

(2）当社の平成21年６月期またはそれ以前の決算期における確定した連結損益計算書において、当期純利益が

５億５千万円以上（以下、「行使基準目標値」という。）となった場合に限り、新株予約権を行使すること

ができる。ただし、経営環境の急激な変化等が生じた場合は、取締役会の決議により行使基準目標値を–30

％の範囲内において変更することができる。行使基準目標値を下方へ変更した場合は、その変更した割合

により当社が新株予約権者に付与した新株予約権の数のうち、行使できる新株予約権の数を次のとおり減

ずる。この場合において、新株予約権者は、その余の新株予約権を行使することができない。

①行使基準目標値を10％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約権者は付与された新株予約権の数

のうち、90％を行使できる。

②行使基準目標値の10％を超え20％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約権者は付与された新株

予約権のうち、75％を行使できる。

③行使基準目標値の20％を超え30％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約権者は付与された新株

予約権のうち、50％を行使できる。なお、上記により新株予約権の数を減じた結果生じる１未満の端数は

切り上げる。

(3）会社が定款変更により単元株式制度を導入した場合、単元株式数未満の株式数に関しては、新株予約権の行

使はできない。

(4）新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めず、本新株予約権は

失効する。

(5）新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。その他の処分については、株主総会並び

に取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「株式会社ライフステージ新株
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予約権付与契約書」に定めるところによる。

５．新株予約権の譲渡に関する事項は、次のとおりであります。

　新株予約権を譲渡することはできない。

②平成18年９月27日定時株主総会決議（発行日：平成18年10月16日）

区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の数（個）
330

（注３）
同左

新株予約権のうち自己新株予約権の

数（個）
－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数

（株）

330

（注３）
同左

新株予約権の行使時の払込金額

（円）
276,750 同左

新株予約権の行使期間
平成21年10月１日から

平成26年９月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額（円）

発行価格　　　276,750

資本組入額　　138,375
同左

新株予約権の行使の条件 （注４） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注５） 同左

代用払込みに関する事項 ――――― ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
――――― ―――――

③平成18年９月27日定時株主総会決議（発行日：平成19年７月２日）

区分
中間会計期間末現在
（平成19年12月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年２月29日）

新株予約権の数（個）
70

（注３）
同左

新株予約権のうち自己新株予約権の

数（個）
－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数

（株）

70

（注３）
同左

新株予約権の行使時の払込金額

（円）
192,050 同左

新株予約権の行使期間
平成21年10月１日から

平成26年９月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額（円）

発行価格　　　192,050

資本組入額　　 96,025
同左

新株予約権の行使の条件 （注４） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注５） 同左

代用払込みに関する事項 ―――――― ―――――

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
―――――― ―――――

（注）１．当社が株式分割または併合を行う場合には、次の算式により株式数を調整します。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
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２．当社が株式分割または併合を行うときは、次の算式により行使金額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げます。

調整後行使金額 ＝ 調整前行使金額 ×
１

分割・併合の割合

また、当社が時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げます。

調整後行使金額 ＝ 調整前行使金額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

３．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当退職者の退職等により割当対象者でなくなった

新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。

４．新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。

(1）新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役もしくは執行役員もしくは

従業員でなければならない。

(2）当社の平成21年６月期またはそれ以前の決算期における確定した連結損益計算書において、当期純利益が５

億５千万円以上（以下、「行使基準目標値」という。）となった場合に限り、新株予約権を行使することが

できる。ただし、経営環境の急激な変化等が生じた場合は、取締役会の決議により行使基準目標値を–30％の

範囲内において変更することができる。行使基準目標値を下方へ変更した場合は、その変更した割合により

当社が新株予約権者に付与した新株予約権の数のうち、行使できる新株予約権の数を次のとおり減ずる。こ

の場合において、新株予約権者は、その余の新株予約権を行使することができない。

①行使基準目標値を10％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約権者は付与された新株予約権の数

のうち、90％を行使できる。

②行使基準目標値の10％を超え20％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約権者は付与された新株

予約権のうち、75％を行使できる。

③行使基準目標値の20％を超え30％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約権者は付与された新株

予約権のうち、50％を行使できる。なお、上記により新株予約権の数を減じた結果生じる１未満の端数は

切り上げる。

(3）会社が定款変更により単元株式制度を導入した場合、単元株式数未満の株式数に関しては、新株予約権の行

使はできない。

(4）新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めず、本新株予約権は

失効する。

(5）新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。その他の処分については、株主総会並びに

取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「株式会社ライフステージ新株予

約権付与契約書」に定めるところによる。

５．新株予約権の譲渡に関する事項は、次のとおりであります。

　新株予約権を譲渡することはできない。

（３）【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成19年７月１日～

平成19年12月31日
－ 18,356 － 515,461 － 486,560
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（５）【大株主の状況】

 平成19年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

大塚　満 大阪府豊中市 5,641 30.73

大塚　千佳子 大阪府豊中市 816 4.44

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１－８－11 777 4.23

大江　棟春 大阪府豊中市 660 3.60

ライフステージ社員持株会
理事長　小林　俊明

大阪市淀川区西中島５－５－15 640 3.49

バンク　オブ　ニューヨーク　ジーシーエム

クライアント　アカウンツ　イー　

アイエスジー

（常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

決済事業部）

PETERBOROUGH COURT 133 F
LEET STREET
LONDON EC4A 2BB.UNITED KINGDOM
（東京都千代田区丸の内２－７－１）

559 3.05

ジャフコＶ１－Ｂ号
投資事業有限責任組合

東京都千代田区丸の内１－８－２ 525 2.86

エイチエスビーシー　ファンド

サービシィズ　クライアンツ　アカウント

５００　ビー

（常任代理人 香港上海銀行東京支店）

1 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG
（東京都中央区日本橋３－11－１） 498 2.71

株式会社フクダ不動産 奈良県橿原市内膳町５－３－31 438 2.39

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク

ジャスディック　トリーテイー　アカウント

（常任代理人 株式会社みずほコーポレート

銀行兜町証券決済業務室）

AVENUE DES ARTS 35 KUNSTLAAN,1040
BRUSSELS. BELGIUM
（東京都中央区日本橋兜町６－７）

338 1.84

計 － 10,892 59.34

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成19年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

　
265 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 18,091 18,091 －

単位未満株式 － － －

発行済株式総数 18,356 － －

総株主の議決権 － 18,091 －

②【自己株式等】

 平成19年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社

ライフステージ

大阪市淀川区西中

島五丁目５番15号
265 － 265 1.44

計 － 265 － 265 1.44
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２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成19年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 185,000 172,000 139,000 187,000 159,000 128,000

最低（円） 163,000 130,000 119,000 132,000 107,000 96,000

（注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前中間連結会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年７月１日から平成19年12月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表

規則に基づいて作成しております。

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前中間会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年７月１日から平成19年12月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づい

て作成しております。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日ま

で）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日まで）の中間財務諸表につ

いては、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

　また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年７月１日から平成19年12

月31日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年７月１日から平成19年12月31日まで）の中間財務

諸表については、大阪監査法人により中間監査を受けております。

　なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

前中間連結会計期間及び前中間会計期間　　監査法人トーマツ

当中間連結会計期間及び当中間会計期間　　大阪監査法人

１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

  
前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※２ 996,454   1,651,915   1,134,786  

２．売掛金   1,120,741   1,423,243   1,067,039  

３．たな卸資産
※２
※３
 3,392,475   13,468,474   8,543,163  

４．前渡金   65,759   77,840   －  

５．その他   268,168   977,479   356,536  

貸倒引当金   △494   △1,076   △2,952  

流動資産合計   5,843,105 92.2  17,597,876 81.9  11,098,574 76.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１         

(1）建物及び構築物 ※２ －   1,756,314   1,800,492   

(2）土地 ※２ －   671,483   671,483   

(3）その他  59,329 59,329  15,222 2,443,020  8,582 2,480,557  

２．無形固定資産           

(1）のれん  －   779,057   348,567   

(2）その他  8,250 8,250  361,856 1,140,913  281,651 630,218  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  251,212   79,236   100,945   

(2）その他  164,091 415,304  225,332 304,569  219,640 320,585  

固定資産合計   482,884 7.6  3,888,503 18.1  3,431,362 23.6

EDINET提出書類

株式会社ライフステージ(E04056)

半期報告書

20/87



  
前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅲ　繰延資産   12,804 0.2  － －  － －

資産合計   6,338,794 100.0  21,486,380 100.0  14,529,936 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   139,605   207,023   254,327  

２．短期借入金
※２
※４
 1,770,000   9,247,100   5,757,000  

３．一年以内返済予定
長期借入金

※２
※４
 57,320   3,148,276   1,228,907  

４．一年以内償還予定
社債

  40,000   460,000   360,000  

５．賞与引当金   18,472   29,464   15,707  

６．契約キャンセル引
当金

  28,626   88,251   32,974  

７．その他   441,033   751,691   451,260  

流動負債合計   2,495,058 39.4  13,931,806 64.9  8,100,177 55.7

Ⅱ　固定負債           

１．社債   520,000   680,000   800,000  

２．長期借入金
※２
※４
 1,362,370   5,294,422   3,663,992  

３．退職給付引当金   －   31,949   －  

４．その他   73,400   58,219   77,479  

固定負債合計   1,955,770 30.8  6,064,591 28.2  4,541,472 31.3

負債合計   4,450,829 70.2  19,996,397 93.1  12,641,650 87.0

           
 

EDINET提出書類

株式会社ライフステージ(E04056)

半期報告書

21/87



  
前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   515,461 8.1  515,461 2.4  515,461 3.5

２．資本剰余金   486,560 7.7  486,560 2.3  486,560 3.4

３．利益剰余金   821,191 13.0  498,048 2.3  866,423 6.0

４．自己株式   △45,227 △0.7  △43,263 △0.2  △26,231 △0.2

株主資本合計   1,777,986 28.1  1,456,806 6.8  1,842,214 12.7

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  107,530 1.7  9,184 0.0  38,725 0.3

評価・換算差額等合
計

  107,530 1.7  9,184 0.0  38,725 0.3

Ⅲ　新株予約権   2,448 0.0  13,344 0.1  7,346 0.0

Ⅳ　少数株主持分   － －  10,646 0.0  － －

純資産合計   1,887,965 29.8  1,489,982 6.9  1,888,286 13.0

負債純資産合計   6,338,794 100.0  21,486,380 100.0  14,529,936 100.0
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②【中間連結損益計算書】

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,744,976 100.0  2,699,372 100.0  5,835,090 100.0

Ⅱ　売上原価   871,732 50.0  2,136,198 79.1  4,039,455 69.2

調整前売上総利益   873,244 50.0  563,173 20.9  1,795,634 30.8

契約キャンセル引当金戻
入額

  31,256 1.8  32,974 1.2  31,256 0.5

契約キャンセル引当金繰
入額

  △28,626 △1.6  △28,251 △1.1  △32,974 △0.6

売上総利益   875,874 50.2  567,896 21.0  1,793,917 30.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 603,261 34.6  878,819 32.5  1,309,891 22.4

営業利益又は
営業損失（△）

  272,612 15.6  △310,922 △11.5  484,025 8.3

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息及び配当金  3,484   4,387   6,632   

２．不動産賃貸収入  1,096   8,556   2,769   

３．受取事務手数料  1,517   1,837   3,715   

４．その他  212 6,311 0.4 1,156 15,937 0.6 12,084 25,202 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  12,173   136,422   83,845   

２．融資関連手数料  37,571   48,964   41,858   

３．株式上場関連費用  8,136   －   10,989   

４．株式交付費  5,467   －   5,467   

５．開業費償却  4,268   －   17,072   

６．その他  3,623 71,240 4.1 3,173 188,560 7.0 12,836 172,069 2.9

経常利益又は
経常損失（△）

  207,682 11.9  △483,545 △17.9  337,158 5.8

Ⅵ　特別利益           

１．投資有価証券売却益  325 325 0.0 － － － 50,492 50,492 0.9

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ －   －   3,069   

２．固定資産売却損 ※３ 8   －   33   

３．投資有価証券評価損  －   －   1,250   

４．和解金  － 8 0.0 － － － 50,000 54,353 1.0

税金等調整前中間（当
期）純利益又は税金等調
整前中間純損失（△）

  208,000 11.9  △483,545 △17.9  333,297 5.7

法人税、住民税及び事業
税

 99,926   1,624   164,975   

法人税等調整額  △4,221 95,705 5.5 △166,988 △165,363 △6.1 △5,426 159,548 2.7

中間（当期）純利益又は
中間純損失（△）

  112,294 6.4  △318,182 △11.8  173,748 3.0
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年６月30日　残高（千円） 209,561 180,660 708,896 － 1,099,118

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 305,900 305,900 － － 611,800

中間純利益 － － 112,294 － 112,294

自己株式の取得 － － － △45,227 △45,227

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

305,900 305,900 112,294 △45,227 678,867

平成18年12月31日　残高（千円） 515,461 486,560 821,191 △45,227 1,777,986

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年６月30日　残高（千円） 114,547 － 1,213,666

中間連結会計期間中の変動額    

新株の発行 － － 611,800

中間純利益 － － 112,294

自己株式の取得 － － △45,227

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△7,017 2,448 △4,568

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△7,017 2,448 674,299

平成18年12月31日　残高（千円） 107,530 2,448 1,887,965

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年６月30日　残高（千円） 515,461 486,560 866,423 △26,231 1,842,214

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 － － △41,952 － △41,952

中間純損失（△） － － △318,182 － △318,182

自己株式の取得 － － － △27,067 △27,067

自己株式の処分 － － △8,240 10,034 1,793

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － △368,374 △17,032 △385,407

平成19年12月31日　残高（千円） 515,461 486,560 498,048 △43,263 1,456,806

 

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年６月30日　残高（千円） 38,725 7,346 － 1,888,286

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当 － － － △41,952

中間純損失（△） － － － △318,182

自己株式の取得 － － － △27,067

自己株式の処分 － － － 1,793
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評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△29,540 5,997 10,646 △12,896

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△29,540 5,997 10,646 △398,304

平成19年12月31日　残高（千円） 9,184 13,344 10,646 1,489,982

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年６月30日　残高（千円） 209,561 180,660 708,896 － 1,099,118

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 305,900 305,900 － － 611,800

当期純利益 － － 173,748 － 173,748

自己株式の取得 － － － △45,227 △45,227

自己株式の処分 － － △16,221 18,995 2,773

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

305,900 305,900 157,527 △26,231 743,095

平成19年６月30日　残高（千円） 515,461 486,560 866,423 △26,231 1,842,214

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年６月30日　残高（千円） 114,547 － 1,213,666

連結会計年度中の変動額    

新株の発行 － － 611,800

当期純利益 － － 173,748

自己株式の取得 － － △45,227

自己株式の処分 － － 2,773

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△75,822 7,346 △68,475

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△75,822 7,346 674,620

平成19年６月30日　残高（千円） 38,725 7,346 1,888,286
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

税金等調整前中間（当期）純
利益又は税金等調整前中間純
損失（△）

 208,000 △483,545 333,297

減価償却費  2,802 46,053 34,276

のれん償却額  － 18,454 10,524

株式報酬費用  － 5,997 7,346

投資有価証券売却損（益：
△）

 － － △50,492

契約キャンセル引当金の増減
額（減少：△）

 △2,629 55,277 1,717

販売準備費用の増減額（増
加：△）

 － 14,515 △88,982

受取利息及び受取配当金  △3,484 △4,387 △6,632

支払利息  12,173 136,422 83,845

売上債権の増減額（増加：
△）

 △244,130 △330,095 △189,302

仕入債務の増減額（増加：
△）

 36,558 △48,117 150,306

未払費用の増減額（減少：
△）

 － 5,127 △2,070

預り金の増減額（減少：△）  － 294,255 141,836

前渡金の増減額（増加：△）  △61,955 △77,840 3,803

たな卸資産の増減額（増加：
△）

 △1,490,783 △4,925,311 △6,638,378

その他  △9,110 △360,918 △149,459

小計  △1,552,558 △5,654,111 △6,358,362

利息及び配当金の受取額  2,607 2,780 4,280

利息の支払額  △13,014 △143,438 △101,890

法人税等の支払額  △167,179 △82,157 △251,013

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △1,730,145 △5,876,926 △6,706,986

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

定期預金の預入による支出  － △7,056 －

有価証券の取得による支出  △59,755 △6,330 △61,610

有価証券の売却による収入  60,145 5,550 62,205

有形固定資産の取得による支
出

 △19,630 △5,423 △20,180

投資有価証券の取得による支
出

 △5,104 △28,064 △24,473

投資有価証券の売却による収
入

 1,204 － 105,558

貸付けによる支出  △20,000 △10,100 △28,000

貸付金回収による収入  382 28,445 2,718

連結の範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による支出

 － △14,752 －

連結の範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による収入

 － － 47,428

その他  487 633 1,230

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △42,270 △37,098 84,877
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前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

短期借入金の純増加額  709,940 3,445,100 4,636,940

長期借入れによる収入  184,000 3,252,000 1,758,700

長期借入金の返済による支出  △58,510 △182,202 △874,005

社債の発行による収入  － － 200,000

社債の償還による支出  △20,000 △20,000 △40,000

株式の発行による収入  606,332 － 606,332

配当金の支払額  － △41,952 －

自己株式の取得による支出  △45,227 △27,067 △45,227

自己株式の処分（ストック・
オプション行使）による収入

 － 1,793 2,773

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 1,376,535 6,427,672 6,245,513

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

 △395,880 513,647 △376,595

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,392,335 1,015,740 1,392,335

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※１ 996,454 1,529,387 1,015,740
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 　全ての子会社を連結しておりま

す。

連結子会社の数　　３社

連結子会社の名称

株式会社エルエス・サービス

株式会社インサイド

株式会社セルサスコーポレー

ション

　また、株式会社エルエス・アドは、

平成18年8月29日付で清算結了して

おります。

連結子会社の数　　８社

連結子会社の名称

株式会社インサイド

株式会社セルサスコーポレー

ション

株式会社コオエーインターナ

ショナル

株式会社エスディープラン

有限会社ドリームプラン

有限会社スーパードーム

合同会社ベイサイド２９５

株式会社ベルス

　株式会社コオエーインターナショ

ナルは、平成20年１月１日付で株式

会社エスディープランを吸収合併

し、社名を株式会社スーパードーム

群馬に変更しております。

　株式会社ベルスは、当社子会社に

よる株式交換、吸収分割を用いて事

業承継したことに伴い、平成19年12

月20日付で連結子会社化いたしま

した。

　全ての子会社を連結しておりま

す。

連結子会社の数　　７社

連結子会社の名称

株式会社インサイド

株式会社セルサスコーポレー

ション

株式会社コオエーインターナ

ショナル

株式会社エスディープラン

有限会社ドリームプラン

有限会社スーパードーム

合同会社ベイサイド２９５

　株式会社エルエス・アドは、平成

18年８月29日付で清算結了してお

ります。

　株式会社エルエス・サービスは、

平成19年１月１日付で当社が吸収

合併しております。

　株式会社コオエーインターナショ

ナル、株式会社エスディープラン及

び有限会社ドリームプランは、株式

取得に伴い平成19年２月28日付で

連結子会社化いたしました。株式会

社コオエーインターナショナルが

全額出資する有限会社スーパー

ドームも同様に連結子会社となり

ました。

　合同会社ベイサイド２９５は、神

戸ポートタワーサイド商業計画遂

行のため、平成19年３月14日付で設

立された特別目的会社（ＳＰＣ）

であります。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用会社

　該当事項はありません。

持分法適用会社

　該当事項はありません。

持分法適用会社

　該当事項はありません。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）に関する事項

　連結子会社のうち、株式会社セル

サスコーポレーションの中間決算

日は11月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただし、

12月１日から12月31日までの期間

に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。

　連結子会社のうち、株式会社コオ

エーインターナショナル及び株式

会社エスディープランの中間決算

日は11月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただし、

12月１日から12月31日までの期間

に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。

　また、有限会社スーパードームの

決算日は12月31日であります。中間

連結損益計算書及び中間連結

キャッシュ・フロー計算書へは、７

月１日から12月31日の実績を反映

させております。

　連結子会社のうち、株式会社コオ

エーインターナショナル、株式会社

エスディープラン及び有限会社ド

リームプランの決算日は５月31日

であります。

　連結財務諸表の作成に当たって

は、同日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、６月１日から６

月30日までの期間に発生した重要

な取引については、連結上必要な調

整を行っております。

　また、有限会社スーパードームの

決算日は12月31日でありますが、６

月30日で仮決算しております。

　なお、株式会社セルサスコーポ

レーションの決算日は、５月31日か

ら６月30日に変更しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

４．会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用

しております。

イ　有価証券

満期保有目的の債券

同左

イ　有価証券

満期保有目的の債券

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ロ　たな卸資産

　主として個別法による原価法を

採用しております。

ロ　たな卸資産

同左

ロ　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　５～47年

イ　有形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　５～47年

イ　有形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　５～47年

  （会計方針の変更）

　当社及び連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当中間連結会計

期間より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しておりま

す。

　なお、当該変更に伴う損益に与

える影響は、軽微であります。

 

  （追加情報）

　当社及び連結子会社は、法人税

法改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上して

おります。

　なお、当該処理に伴う損益に与

える影響は、軽微であります。

 

 ロ　無形固定資産

ソフトウエア

　利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。

ロ　無形固定資産

ソフトウエア

同左

ロ　無形固定資産

ソフトウエア

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

(3）重要な繰延資産の処理

方法

イ　株式交付費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

イ　株式交付費

同左

イ　株式交付費

同左

 ロ　社債発行費

―――――

ロ　社債発行費

―――――

ロ　社債発行費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

 ハ　開業費

　連結子会社１社の開業費は、５

年間の均等償却を行っておりま

す。

ハ　開業費

―――――

ハ　開業費

　連結子会社１社の開業費は、５

年間の均等償却を行っておりま

す。

(4）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　売掛金等の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、当中間連結会計期間に

負担すべき支給見込額を計上し

ております。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、当連結会計年度に負担

すべき支給見込額を計上してお

ります。

 ハ　契約キャンセル引当金

　契約済未引渡しの物件につい

て、当中間連結会計期間末後に予

想される契約キャンセルによる

損失に備えるため、過去の契約

キャンセル率を勘案し、将来の契

約キャンセルに伴う損失見込額

を計上しております。

ハ　契約キャンセル引当金

同左

ハ　契約キャンセル引当金

　契約済未引渡しの物件につい

て、当連結会計年度末後に予想さ

れる契約キャンセルによる損失

に備えるため、過去の契約キャン

セル率を勘案し、将来の契約キャ

ンセルに伴う損失見込額を計上

しております。

 ニ　退職給付引当金

―――――

ニ　退職給付引当金

　当社、連結子会社の株式会社イ

ンサイド及び株式会社セルサス

コーポレーションは、確定拠出年

金制度を採用しております。

　連結子会社１社については、従

業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給

付債務の見込み額に基づき、当中

間連結会計期間末において発生

していると認められる額を計上

しております。

ニ　退職給付引当金

―――――

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同左 同左

(6）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　金利スワップの特例処理を採用

しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ハ　ヘッジ方針

　金利変動リスク低減のため、対

象債務の範囲内でヘッジを行っ

ております。

ハ　ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ方針

同左

 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件

を満たしておりますので、有効性

の評価を省略しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

（7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

イ　販売受託手数料収入の計上基準

　事業主から販売を委託された物

件について、物件購入契約が顧客

と事業主との間で締結された時

点で契約時受取手数料及び引渡

時受取手数料の全額を売上高に

計上しております。

イ　販売受託手数料収入の計上基準

同左

イ　販売受託手数料収入の計上基準

同左

 ロ　販売準備費用

　各販売受託物件のモデルルーム

での販売活動開始前に発生した

準備費用は、販売準備費用（流動

資産のその他）として中間連結

貸借対照表に計上したうえで、物

件販売戸数に応じて費用処理す

ることとしております。

ロ　販売準備費用

同左

ロ　販売準備費用

　各販売受託物件のモデルルーム

での販売活動開始前に発生した

準備費用は、販売準備費用（流動

資産のその他）として連結貸借

対照表に計上したうえで、物件販

売戸数に応じて費用処理するこ

ととしております。

 ハ　ＪＶデベロップメント事業に係

る借入金の支払利息

ハ　不動産分譲事業に係る借入金の

支払利息

ハ　不動産分譲事業（ＪＶデベロッ

プメント事業より名称を変

更）に係る借入金の支払利息

 　ＪＶデベロップメント事業で開

発期間が長期にわたるものにつ

いて、正常開発期間に係る借入金

の支払利息は、たな卸資産の取得

原価に算入しております。

　不動産分譲事業で開発期間が長

期にわたるものについて、正常開

発期間に係る借入金の支払利息

は、たな卸資産の取得原価に算入

しております。

同左

 ニ　消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

ニ　消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

　ただし、固定資産に係る控除対

象外消費税等については、「投資

その他の資産」の「その他」に

計上し、５年間の均等償却を行っ

ております。

ニ　消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金及び随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ価値の変動について僅少なリス

クしか負わない、取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
　　至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
　　至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
　　至　平成19年６月30日）

（ストック・オプション等に関する会計基

準）

　当中間連結会計期間より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業会計

基準第８号　平成17年12月27日）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　

平成18年５月31日）を適用しております。こ

れにより、営業利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益は、それぞれ2,448千円減少

しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、（セ

グメント情報）に記載しております。

―――――― （ストック・オプション等に関する会計基

準）

　当連結会計年度より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会計基

準第8号　平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成

18年５月31日）を適用しております。これに

より、営業利益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益は、それぞれ7,346千円減少して

おります。

　なお、セグメント情報に与える影響は、（セ

グメント情報）に記載しております。

―――――― ―――――― （企業結合に係る会計基準）

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）

並びに「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号　最終改正平成18年12月22

日）を適用しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

―――――― （中間連結貸借対照表）

１．前中間連結会計期間までは、「建物及び構築物」を

区分掲記しておりませんでしたが、当中間連結会計

期間において資産の総額の100分の５を超えたため、

区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間末の「建物及び構築物」

は46,258千円であり、「有形固定資産」の「その他」

に含めて表示しておりました。

２．前中間連結会計期間までは、「土地」を区分掲記し

ておりませんでしたが、金額的重要性が増したため、

当中間連結会計期間から区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間末の「土地」は6,021千円

であり、「有形固定資産」の「その他」に含めて表

示しておりました。

３．前中間連結会計期間までは、「のれん」を区分掲記

しておりませんでしたが、当中間連結会計期間にお

いて資産の総額の100分の１を超えたため、区分掲記

しております。

なお、前中間連結会計期間末の「のれん」は、4,800千

円であり、「無形固定資産」の「その他」に含めて

表示しておりました。

（中間連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間までは、「契約キャンセル引当金

繰入額」及び「契約キャンセル引当金戻入額」は区分

掲記しておりませんでしたが、当中間連結会計期間か

ら明瞭表示のため、区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間の「契約キャンセル引当金

繰入額」は38,277千円、「契約キャンセル引当金戻入

額」は49,378千円であり、「売上原価」に含めて表示し

ておりました。

――――――

２．前中間連結会計期間までは、「受取事務手数料」は区

分掲記しておりませんでしたが、当中間連結会計期間

において営業外収益の総額の100分の10を超えたため、

区分掲記しております。

 なお、前中間連結会計期間の「受取事務手数料」の金

額は462千円であり、「営業外収益」の「その他」に含

めて表示しておりました。

 

３．前中間連結会計期間までは、「不動産賃貸収入」は区

分掲記しておりませんでしたが、当中間連結会計期間

において営業外収益の総額の100分の10を超えたため、

区分掲記しております。

 なお、前中間連結会計期間の「不動産賃貸収入」の金

額は390千円であり、「営業外収益」の「その他」に含

めて表示しておりました。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度
（平成19年６月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

21,880千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

278,754千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

232,945千円であります。

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務

たな卸資産 1,042,550 千円

　上記は、短期借入金1,010,000千円の担

保に供しております。

(1）担保に供している資産

現金及び預金 31,019 千円

たな卸資産 9,105,917 千円

建物及び構築物 1,687,573 千円

土地 634,659 千円

計 11,459,170 千円

(1）担保に供している資産

現金及び預金 31,019 千円

たな卸資産 4,620,391 千円

建物及び構築物 1,729,878 千円

土地 634,659 千円

計 7,015,950 千円

 (2）上記に対応する債務

短期借入金 6,224,100 千円

一年以内返済予定長期

借入金
266,610 千円

長期借入金 4,902,494 千円

計 11,393,204 千円

(2）上記に対応する債務

短期借入金 3,870,000 千円

一年以内返済予定長期

借入金
265,245 千円

長期借入金 2,610,084 千円

計 6,745,330 千円

 　なお、上記の一年以内返済予定長期借入金

及び長期借入金には、ノンリコースローンが

含まれております。

　ノンリコースローンは、連結子会社である

有限会社スーパードームが所有する不動産

に対して融資されたものであり、当該不動産

及び当該不動産の収益のみを返済原資とし

て限定されるものであります。

　ノンリコースローン及び返済原資となる資

産は、次のとおりであります。

ノンリコースローン

一年以内返済予定長期

借入金
51,387 千円

長期借入金 2,123,260 千円

計 2,174,648 千円

返済となる原資

建物及び構築物 1,543,324 千円

土地 540,659 千円

計 2,083,984 千円

　なお、上記の一年以内返済予定長期借入金、

長期借入金には、ノンリコースローンが含ま

れております。

　ノンリコースローンは、連結子会社である

有限会社スーパードームが所有する不動産

に対して融資されたものであり、当該不動産

及び当該不動産の収益のみを返済原資とし

て限定されるものであります。

　ノンリコースローン及び返済原資となる資

産は、次のとおりであります。

ノンリコースローン

一年以内返済予定長期

借入金
50,043 千円

長期借入金 2,149,292 千円

計 2,199,335 千円

返済となる原資

建物及び構築物 1,582,352 千円

土地 540,659 千円

計 2,123,012 千円

※３．たな卸資産の中間期末残高には、支払利

息13,079千円を含めております。

※３．たな卸資産の中間期末残高には、支払利

息88,698千円を含めております。

※３．たな卸資産の期末残高には、支払利息

41,984千円を含めております。

※４．財務制限条項

(1）当社が平成18年８月22日に締結した株

式会社みずほ銀行をエージェントとす

るリボルビング・クレジット・ファシ

リティ契約（シンジケート方式・融資

枠設定金額500,000千円）については、

以下の財務制限条項が付されておりま

す。なお、財務制限条項に抵触した場合

は、本契約にかかる一切の債務について

期限の利益を喪失し、直ちにそれらの債

務を弁済しなければならないことが定

められております。

①当社グループの連結貸借対照表の純資産

の部の金額を平成17年６月期末日におけ

る連結貸借対照表の資本の部の金額の

80％及び直前の決算期末日における連結

貸借対照表の純資産の部の金額の80％の

いずれか高い方の金額以上に維持するこ

と。

※４．財務制限条項

　当社の借入のうち、以下のものについては、

財務制限条項が付されております。なお、こ

れに抵触した場合は、本契約にかかる一切の

債務について期限の利益を喪失し、直ちにそ

れらの債務を弁済しなければならないこと

が定められております。

(1）平成19年８月21日に締結した株式会社

みずほ銀行をエージェントとするリボ

ルビング・クレジット・ファシリティ

契約（シンジケート方式・融資枠設定

金額700,000千円、借入実行残高500,000

千円）

①平成19年６月の決算以降の決算及び中

間決算につき、決算期の末日及び中間決

算の日において、連結貸借対照表の純資

産の部の金額を平成18年６月期末日に

おける連結貸借対照表の純資産の部の

金額の80％以上に維持すること。

※４．財務制限条項

　当社の借入のうち、以下のものについては、

財務制限条項が付されております。なお、こ

れに抵触した場合は、本契約にかかる一切の

債務について期限の利益を喪失し、直ちにそ

れらの債務を弁済しなければならないこと

が定められております。

(1）平成18年８月22日に締結した株式会社

みずほ銀行をエージェントとするリボ

ルビング・クレジット・ファシリティ

契約（シンジケート方式・融資枠設定

金額500,000千円、借入実行残高300,000

千円）

①当社グループの連結貸借対照表の純資

産の部の金額を平成17年６月期末日に

おける連結貸借対照表の資本の部の金

額の80％及び直前の決算期末日におけ

る連結貸借対照表の純資産の部の金額

の80％のいずれか高い方の金額以上に

維持すること。
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前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度
（平成19年６月30日）

②当社の貸借対照表の純資産の部の金額

を平成17年６月期末日における貸借対

照表の資本の部の金額の80％及び直前

の決算期末日における貸借対照表の純

資産の部の金額の80％のいずれか高い

方の金額以上に維持すること。

③当社グループの連結損益計算書の当期

純利益につき、２期連続して損失を計上

しないこと。

④当社の損益計算書の当期純利益につき、

２期連続して損失を計上しないこと。

(2）当社が平成18年９月20日に締結した株

式会社三井住友銀行を主幹事とするコ

ミットメントライン契約（シンジケー

ト方式・融資枠設定金額900,000千円）

については、以下の財務制限条項が付さ

れております。なお、財務制限条項に抵

触した場合は、本契約にかかる一切の債

務について期限の利益を喪失し、直ちに

それらの債務を弁済しなければならな

いことが定められております。

①各事業年度の決算期の末日における連

結貸借対照表の純資産の部の合計金額

を、直近の事業年度の決算期の末日にお

ける連結貸借対照表の純資産の部の合

計金額の80％に相当する金額以上に維

持すること。

②各事業年度の決算期の末日における単

体の貸借対照表の純資産の部の合計金

額を、直近の事業年度の決算期の末日に

おける単体の貸借対照表の純資産の部

の合計金額の80％に相当する金額以上

に維持すること。

③各事業年度の決算期の末日における連

結損益計算書の経常損益を損失としな

いこと。

④各事業年度の決算期の末日における単

体の損益計算書の経常損益を損失とし

ないこと。

⑤各事業年度の決算期の末日における連

結損益計算書の当期損益を２期連続で

損失としないこと。

⑥各事業年度の決算期の末日における単

体の損益計算書の当期損益を２期連続

で損失としないこと。

⑦各事業年度の決算期の末日における単

体の貸借対照表の有利子負債（短期借

入金、一年以内返済予定長期借入金、一

年以内償還予定社債、長期借入金及び社

債）の合計金額を、単体の損益計算書の

営業損益、受取利息、受取配当金及び減

価償却費の合計金額の10倍以内に維持

すること。

②平成19年６月の決算以降の決算及び中

間決算につき、決算期の末日及び中間決

算の日において、貸借対照表の純資産の

部の金額を平成18年６月期末日におけ

る貸借対照表の純資産の部の金額の

80％以上に維持すること。

③平成19年６月の決算以降の決算につき、

決算期の末日において、連結損益計算書

の経常損益につき、損失を計上しないこ

と。

④平成19年６月の決算以降の決算につき、

決算期の末日において、損益計算書の経

常損益につき、損失を計上しないこと。

(2）平成18年９月20日に締結した株式会社

三井住友銀行を主幹事とするコミット

メントライン契約（シンジケート方式

・融資枠設定金額900,000千円、借入実

行残高900,000千円）

　本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ

借入人及びエージェントに対する本契約

上の全ての債務の履行を完了するまでの

間、次の各号を遵守することを確約する。

①各事業年度の決算期の末日における連

結貸借対照表の純資産の部の合計金額

を、直近の事業年度の決算期の末日にお

ける連結貸借対照表の純資産の部の合

計金額の80％に相当する金額以上に維

持すること。

②各事業年度の決算期の末日における単

体の貸借対照表の純資産の部の合計金

額を、直近の事業年度の決算期の末日に

おける単体の貸借対照表の純資産の部

の合計金額の80％に相当する金額以上

に維持すること。

③各事業年度の決算期の末日における連

結損益計算書の経常損益を損失としな

いこと。

④各事業年度の決算期の末日における単

体の損益計算書の経常損益を損失とし

ないこと。

⑤各事業年度の決算期の末日における連

結損益計算書の当期損益を２期連続で

損失としないこと。

⑥各事業年度の決算期の末日における単

体の損益計算書の当期損益を２期連続

で損失としないこと。

⑦各事業年度の決算期の末日における単

体の貸借対照表の有利子負債（短期借

入金、一年以内返済予定長期借入金、一

年以内償還予定社債、長期借入金及び社

債）の合計金額を、単体の損益計算書の

営業損益、受取利息、受取配当金及び減

価償却費の合計金額の10倍以内に維持

すること。

②当社の貸借対照表の純資産の部の金額

を平成17年６月期末日における貸借対

照表の資本の部の金額の80％及び直前

の決算期末日における貸借対照表の純

資産の部の金額の80％のいずれか高い

方の金額以上に維持すること。

③当社グループの連結損益計算書の当期

純利益につき、２期連続して損失を計上

しないこと。

④当社の損益計算書の当期純利益につき、

２期連続して損失を計上しないこと。

(2）平成18年９月20日に締結した株式会社

三井住友銀行を主幹事とするコミット

メントライン契約（シンジケート方式

・融資枠設定金額900,000千円、借入実

行残高900,000千円）

　本契約締結日以降、本契約が終了し、かつ

借入人及びエージェントに対する本契約

上の全ての債務の履行を完了するまでの

間、次の各号を遵守することを確約する。

①各事業年度の決算期の末日における連

結貸借対照表の純資産の部の合計金額

を、直近の事業年度の決算期の末日にお

ける連結貸借対照表の純資産の部の合

計金額の80％に相当する金額以上に維

持すること。

②各事業年度の決算期の末日における単

体の貸借対照表の純資産の部の合計金

額を、直近の事業年度の決算期の末日に

おける単体の貸借対照表の純資産の部

の合計金額の80％に相当する金額以上

に維持すること。

③各事業年度の決算期の末日における連

結損益計算書の経常損益を損失としな

いこと。

④各事業年度の決算期の末日における単

体の損益計算書の経常損益を損失とし

ないこと。

⑤各事業年度の決算期の末日における連

結損益計算書の当期損益を２期連続で

損失としないこと。

⑥各事業年度の決算期の末日における単

体の損益計算書の当期損益を２期連続

で損失としないこと。

⑦各事業年度の決算期の末日における単

体の貸借対照表の有利子負債（短期借

入金、１年以内返済予定長期借入金、１

年以内償還予定社債、長期借入金及び社

債）の合計金額を、単体の損益計算書の

営業損益、受取利息、受取配当金及び減

価償却費の合計金額の10倍以内に維持

すること。
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前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度
（平成19年６月30日）

(3）連結子会社の株式会社セルサスコーポ

レーションが平成18年６月２日に株式

会社三菱東京ＵＦＪ銀行と締結した金

銭消費貸借契約（借入総額340,000千

円）については、以下の財務制限条項が

付されております。なお、これに抵触し

た場合は、本契約にかかる一切の債務に

ついて期限の利益を喪失し、直ちにそれ

らの債務を弁済しなければならないこ

とが定められております。

①保証人である当社の損益計算書（監査

済みのもの）において、営業損益、経常

損益及び当期損益のいずれも損失とし

ないこと。

②保証人である当社の貸借対照表（監査

済みのもの）において、純資産の部の金

額を976,000千円以下としないこと。

(3）平成19年９月５日に株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行と締結した金銭消費貸借契

約（借入額1,150,000千円）

①当社の損益計算書（監査済みのもの）

において、営業損益及び経常損益のいず

れも損失としないこと。

②当社の貸借対照表（監査済みのもの）

において、有利子負債を平成19年６月期

決算における有利子負債の合計額の

150％超としないこと。なお、有利子負債

の合計額は、以下の算式により算出され

るものとする。

・有利子負債の合計額＝長期借入金＋

　短期借入金＋社債＋コマーシャルペ

　ーパー＋借入金以外の要償還債務

(4）連結子会社の株式会社セルサスコーポ

レーションが平成18年６月２日に株式

会社三菱東京ＵＦＪ銀行と締結した金

銭消費貸借契約（融資枠設定金額

340,000千円、借入実行残高340,000千

円）

①保証人である当社の損益計算書（監査

済みのもの）において、営業損益、経常

損益及び当期損益のいずれも損失とし

ないこと。

②保証人である当社の貸借対照表（監査

済みのもの）において、純資産の部の金

額を976,000千円以下としないこと。

(5）連結子会社の株式会社セルサスコーポ

レーションが平成19年５月31日に株式

会社三菱東京ＵＦＪ銀行と締結した金

銭消費貸借契約（融資枠設定金額

1,200,000千円、借入実行残高1,200,000千

円）

①保証人である当社の連結損益計算書

（監査済みのもの）において、営業損

益、経常損益及び当期損益のいずれも損

失としないこと。

②保証人である当社の連結貸借対照表

（監査済みのもの）において、純資産の

部の金額を1,460,000千円未満としない

こと。

(3）連結子会社の株式会社セルサスコーポ

レーションが平成18年６月２日に株式

会社三菱東京ＵＦＪ銀行と締結した金

銭消費貸借契約（借入総額340,000千

円）については、以下の財務制限条項が

付されております。なお、これに抵触し

た場合は、本契約にかかる一切の債務に

ついて期限の利益を喪失し、直ちにそれ

らの債務を弁済しなければならないこ

とが定められております。

①保証人である当社の損益計算書（監査

済みのもの）において、営業損益、経常

損益及び当期損益のいずれも損失とし

ないこと。

②保証人である当社の貸借対照表（監査

済みのもの）において、純資産の部の金

額を976,000千円以下としないこと。

(4）連結子会社の株式会社セルサスコーポ

レーションが平成19年５月31日に株式

会社三菱東京ＵＦＪ銀行と締結した金

銭消費貸借契約（借入額130,000千円）

については、以下の財務制限条項が付さ

れております。なお、これに抵触した場

合は、本契約にかかる一切の債務につい

て期限の利益を喪失し、直ちにそれらの

債務を弁済しなければならないことが

定められております。

①連結損益計算書（監査済みのもの）に

おいて、営業損益、経常損益及び当期損

益のいずれも損失としないこと。

②連結貸借対照表（監査済みのもの）に

おいて、純資産の部の金額を1,460,000千

円以下としないこと。
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前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度
（平成19年６月30日）

 (6）連結子会社の株式会社セルサスコーポ

レーションが平成19年11月14日に株式

会社三菱東京ＵＦＪ銀行と締結した金

銭消費貸借契約（融資枠設定金額

620,000千円、借入実行残高240,000千

円）

①保証人である当社の連結損益計算書

（監査済みのもの）において、営業損

益、経常損益及び当期損益のいずれも損

失としないこと。

②保証人である当社の連結貸借対照表

（監査済みのもの）において、純資産の

部の金額を1,881,000千円未満としない

こと。

③保証人である当社の各事業年度に係る

連結貸借対照表における有利子負債の

合計額を直前期の連結貸借対照表にお

ける有利子負債の合計額の150％超とし

ないこと。なお、有利子負債の合計額は、

以下の算式により算出されるものとす

る。

・有利子負債の合計額＝長期借入金＋

　短期借入金＋社債＋コマーシャルペ

　ーパー＋借入金以外の要償還債務
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 62,282 千円

給料手当 187,937 千円

賞与引当金繰入額 7,787 千円

退職給付費用 7,040 千円

役員報酬 87,829 千円

給料手当 237,183 千円

賞与引当金繰入額 16,874 千円

退職給付費用 8,459 千円

役員報酬 132,596 千円

給料手当 388,031 千円

賞与引当金繰入額 5,409 千円

退職給付費用 14,211 千円

※２．　　　　───── ※２．　　　　───── ※２．固定資産除却損の内容は、次のとおりで

あります。

  建物及び構築物 2,937 千円

有形固定資産

（その他）

131 千円

※３．固定資産売却損の内容は、次のとおりで

あります。

※３．　　　　───── ※３．固定資産売却損の内容は、次のとおりで

あります。

有形固定資産

（車輌運搬具）

8 千円  有形固定資産

（その他）

33 千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注１） 14,856 3,500 － 18,356

合計 14,856 3,500 － 18,356

自己株式     

普通株式（注２） － 200 － 200

合計 － 200 － 200

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加3,500株は、平成18年７月４日付の有償一般募集による増加3,000株及び平成

18年８月４日付の有償第三者割当による増加500株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加200株は、市場からの買取りによる増加であります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 2,448

合計 － － － － － 2,448

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注１） 18,356 － － 18,356

合計 18,356 － － 18,356

自己株式     

普通株式（注２） 116 200 51 265

合計 116 200 51 265

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加200株は、市場からの買取りによる増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少51株は、新株予約権の行使により自己株式を充当したことによるもので

あります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 13,344
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区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

合計 － － － － － 13,344

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年９月26日

定時株主総会
普通株式 41,952 2,300 平成19年６月30日 平成19年９月27日

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式     

普通株式（注１） 14,856 3,500 － 18,356

合計 14,856 3,500 － 18,356

自己株式     

普通株式（注２） － 200 84 116

合計 － 200 84 116

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加3,500株は、平成18年７月４日付の有償一般募集による増加3,000株及び平成

18年８月４日付の有償第三者割当による増加500株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加200株は、市場からの買取りによる増加であります。

３．普通株式の自己株式の株式数の減少84株は、新株予約権の行使により自己株式を充当したことによるものであ

ります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
― － － － － 7,346

合計 ― － － － － 7,346

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年９月26日

定時株主総会
普通株式 41,952 利益剰余金 2,300 平成19年６月30日 平成19年９月27日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

（平成18年12月31日現在） （平成19年12月31日現在） （平成19年６月30日現在）

現金及び預金勘定 996,454 千円

現金及び現金同等物 996,454 千円

現金及び預金勘定 1,651,915 千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 △122,527 千円

現金及び現金同等物 1,529,387 千円

現金及び預金勘定 1,134,786 千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 △119,046 千円

現金及び現金同等物 1,015,740 千円

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額

（千円）

減価償却
累計額
相当額

（千円）

中間期末
残高相当額

（千円）

有形
固定資産
（その他）

3,142 2,967 174

無形
固定資産
（その他）

11,105 7,773 3,331

合計 14,247 10,741 3,506

 
取得価額
相当額

（千円）

減価償却
累計額
相当額

（千円）

中間期末
残高相当額

（千円）

有形
固定資産
（その他）

10,870 1,502 9,367

無形
固定資産
（その他）

11,105 9,995 1,110

合計 21,976 11,497 10,478

 
取得価額
相当額

（千円）

減価償却
累計額
相当額

（千円）

期末残高
相当額

（千円）

無形
固定資産
（その他）

11,105 8,884 2,221

合計 11,105 8,884 2,221

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,495 千円

１年超 1,166 千円

合計 3,662 千円

１年内 3,416 千円

１年超 7,591 千円

合計 11,007 千円

１年内 2,130 千円

１年超 193 千円

合計 2,324 千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 1,580 千円

減価償却費相当額 1,474 千円

支払利息相当額 55 千円

支払リース料 1,986 千円

減価償却費相当額 1,844 千円

支払利息相当額 146 千円

支払リース料 2,954 千円

減価償却費相当額 2,760 千円

支払利息相当額 91 千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当

額の差額を利息相当額とし、各期への分配方

法については、利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年12月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
時価
（千円）

差額
（千円）

(1）国債・地方債等 4,911 4,874 △37

合計 4,911 4,874 △37

        ２．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（千円）

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 10,546 191,695 181,149

合計 10,546 191,695 181,149

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 4,606

匿名組合出資金 50,000

当中間連結会計期間末（平成19年12月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
時価
（千円）

差額
（千円）

(1）国債・地方債等 24,344 24,531 186

合計 24,344 24,531 186

        ２．その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（千円）

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 6,359 22,254 15,895

合計 6,359 22,254 15,895

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 31,355

前連結会計年度末（平成19年６月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価
（千円）

差額
（千円）

(1）国債・地方債等 24,279 23,734 △545

合計 24,279 23,734 △545

２．その他有価証券で時価のあるもの
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種類
取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 8,073 73,310 65,236

合計 8,073 73,310 65,236

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 3,355
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）、当中間連結会計期間（自　平成19年７月１

日　至　平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計（金利スワップの特例処理）を適用しておりますの

で、注記の対象から除いております。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費 2,448 千円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成18年新株予約権②

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役　　１名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　　50株

付与日 平成18年10月16日

権利確定条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役もし

くは執行役員でなければならない。

(2)当社の平成21年６月期またはそれ以前の決算期における確定した連結損益計算書に

おいて、当期純利益が５億５千万円以上（以下、「行使基準目標値」という。）と

なった場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、経営環境の急激な

変化等が生じた場合は、取締役会の決議により行使基準目標値を–30％の範囲内にお

いて変更することができる。行使基準目標値を下方へ変更した場合は、その変更した

割合により当社が新株予約権者に付与した新株予約権の数のうち、行使できる新株

予約権の数を次のとおり減ずる。この場合において、新株予約権者は、その余の新株

予約権を行使することができない。

①行使基準目標値を10％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約権者は付与

された新株予約権の数のうち、90％を行使できる。

②行使基準目標値の10％を超え20％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約

権者は付与された新株予約権のうち、75％を行使できる。

③行使基準目標値の20％を超え30％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約

権者は付与された新株予約権のうち、50％を行使できる。なお、上記により新株予

約権の数を減じた結果生じる１未満の端数は切り上げる。

(3)会社が定款変更により単元株式制度を導入した場合、単元株式数未満の株式数に関

しては、新株予約権の行使はできない。

(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は

認めず、本新株予約権は失効する。

(5)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。その他の処分につ

いては、株主総会並びに取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間

で締結する「株式会社ライフステージ新株予約権付与契約書」に定めるところによ

る。

対象勤務期間 平成18年10月16日から平成21年９月30日まで

権利行使期間 平成21年10月１日から平成26年９月30日まで

権利行使価格（円） 276,750

付与日における公正な評価単価（円） 77,334

 平成18年新株予約権③

付与対象者の区分及び人数 当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員　　10名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　　330株

付与日 平成18年10月16日
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 平成18年新株予約権③

権利確定条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役もし

くは執行役員もしくは従業員でなければならない。

(2)当社の平成21年６月期またはそれ以前の決算期における確定した連結損益計算書に

おいて、当期純利益が５億５千万円以上（以下、「行使基準目標値」という。）と

なった場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、経営環境の急激な

変化等が生じた場合は、取締役会の決議により行使基準目標値を–30％の範囲内に

おいて変更することができる。行使基準目標値を下方へ変更した場合は、その変更

した割合により当社が新株予約権者に付与した新株予約権の数のうち、行使できる

新株予約権の数を次のとおり減ずる。この場合において、新株予約権者は、その余の

新株予約権を行使することができない。

①行使基準目標値を10％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約権者は付与

された新株予約権の数のうち、90％を行使できる。

②行使基準目標値の10％を超え20％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約

権者は付与された新株予約権のうち、75％を行使できる。

③行使基準目標値の20％を超え30％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約

権者は付与された新株予約権のうち、50％を行使できる。なお、上記により新株予

約権の数を減じた結果生じる１未満の端数は切り上げる。

(3)会社が定款変更により単元株式制度を導入した場合、単元株式数未満の株式数に関

しては、新株予約権の行使はできない。

(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は

認めず、本新株予約権は失効する。

(5)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。その他の処分につ

いては、株主総会並びに取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との

間で締結する「株式会社ライフステージ新株予約権付与契約書」に定めるところ

による。

対象勤務期間 平成18年10月16日から平成21年９月30日まで

権利行使期間 平成21年10月１日から平成26年９月30日まで

権利行使価格（円） 276,750

付与日における公正な評価単価（円） 77,334

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費 5,997 千円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成19年新株予約権①

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社の従業員　　10名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　　70株

付与日 平成19年７月２日
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 平成19年新株予約権①

権利確定条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役もし

くは執行役員もしくは従業員でなければならない。

(2)当社の平成21年６月期またはそれ以前の決算期における確定した連結損益計算書に

おいて、当期純利益が５億５千万円以上（以下、「行使基準目標値」という。）と

なった場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、経営環境の急激な

変化等が生じた場合は、取締役会の決議により行使基準目標値を–30％の範囲内に

おいて変更することができる。行使基準目標値を下方へ変更した場合は、その変更

した割合により当社が新株予約権者に付与した新株予約権の数のうち、行使できる

新株予約権の数を次のとおり減ずる。この場合において、新株予約権者は、その余の

新株予約権を行使することができない。

①行使基準目標値を10％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約権者は付与

された新株予約権の数のうち、90％を行使できる。

②行使基準目標値の10％を超え20％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約

権者は付与された新株予約権のうち、75％を行使できる。

③行使基準目標値の20％を超え30％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約

権者は付与された新株予約権のうち、50％を行使できる。なお、上記により新株予

約権の数を減じた結果生じる１未満の端数は切り上げる。

(3)会社が定款変更により単元株式制度を導入した場合、単元株式数未満の株式数に関

しては、新株予約権の行使はできない。

(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は

認めず、本新株予約権は失効する。

(5)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。その他の処分につ

いては、株主総会並びに取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との

間で締結する「株式会社ライフステージ新株予約権付与契約書」に定めるところ

による。

対象勤務期間 平成19年７月２日から平成21年９月30日まで

権利行使期間 平成21年10月１日から平成26年９月30日まで

権利行使価格（円） 192,050

付与日における公正な評価単価（円） 77,334

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費 7,346 千円

２．当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション①

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成14年６月26日 平成14年６月26日 平成17年５月17日 平成18年１月26日

付与対象者の
区分及び人数

当社及び当社子会社の
従業員38名

①当社取締役及び当社
子会社の取締役５名
②当社及び当社子会社
の従業員87名

①当社及び当社子会社
の取締役・監査役３
名
②当社及び当社子会社
の従業員112名
③入社予定者３名

①当社及び当社子会社
の取締役・監査役３
名
②当社及び当社子会社
の従業員４名
③入社予定者９名

ストック・オ
プション数

普通株式249株
（注１）

普通株式651株
（注１）

普通株式525株
（注１）

普通株式87株
（注１）

付与日 平成14年６月26日 平成15年６月23日 平成17年６月27日 平成18年３月13日

権利確定条件 （注２） （注２） （注２） （注２）

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

対象勤務期間の定めは
ありません。

権利行使期間
平成17年12月１日から
平成22年11月30日まで

平成17年12月１日から
平成22年11月30日まで

平成20年７月１日から
平成25年６月30日まで

平成20年７月１日から
平成25年６月30日まで

権利行使価格
（円）

26,234 38,900 76,667 116,667
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平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション①

付与日におけ
る公正な評価
単価（円）

－ － － －

 
平成18年

ストック・オプション②
平成18年

ストック・オプション③

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成18年９月27日 平成18年９月27日

付与対象者の
区分及び人数

①当社の取締役１名
①当社の従業員７名
②当社子会社の取締役
３名

ストック・オ
プション数

普通株式50株 普通株式330株

付与日 平成18年10月16日 平成18年10月16日

権利確定条件 （注３） （注３）

対象勤務期間
平成18年10月16日から
平成21年９月30日まで

平成18年10月16日から
平成21年９月30日まで

権利行使期間
平成21年10月１日から
平成26年９月30日まで

平成21年10月１日から
平成26年９月30日まで

権利行使価格
（円）

276,750 276,750

付与日におけ
る公正な評価
単価（円）

77,334 77,334

（注）１．株式の数は、平成18年２月10日付で１株を３株に分割しており、分割後の株式数に換算して記載しておりま

す。

２．権利確定条件は、次のとおりであります。

(1）対象者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有し

ていることを要す。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合は、この限りではない。

(2）対象者が死亡した場合、対象者の相続人による本新株予約権の相続は認めず、本新株予約権は失効する。

(3）新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

(4）新株予約権の一部行使はできないこととする。

(5）その他の細目事項については、「株式会社ライフステージ新株予約権付与契約」に定めるところによる。

３．権利確定条件は、次のとおりであります。

(1）対象者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役もしくは執行役員もしくは従業員でなけれ

ばならない。

(2）当社の平成21年６月期またはそれ以前の決算期における確定した連結損益計算書において、当期純利益が５

億５千万円以上（以下、「行使基準目標値」という。）となった場合に限り、新株予約権を行使することが

できる。ただし、経営環境の急激な変化等が生じた場合は、取締役会の決議により行使基準目標値を–30％の

範囲内において変更することができる。行使基準目標値を下方へ変更した場合は、その変更した割合により

当社が新株予約権者に付与した新株予約権の数のうち、行使できる新株予約権の数を次のとおり減ずる。こ

の場合において、新株予約権者は、その余の新株予約権を行使することができない。

①行使基準目標値を10％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約権者は付与された新株予約権の数

のうち、90％を行使できる。

②行使基準目標値の10％を超え20％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約権者は付与された新株

予約権のうち、75％を行使できる。

③行使基準目標値の20％を超え30％以下の範囲内で下方修正した場合は、新株予約権者は付与された新株

予約権のうち、50％を行使できる。なお、上記により新株予約権の数を減じた結果生じる１未満の端数は

切り上げる。

(3）会社が定款変更により単元株式制度を導入した場合、単元株式数未満の株式数に関しては、新株予約権の行

使はできない。

(4）新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めず、本新株予約権は

失効する。

(5）新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。その他の処分については、株主総会並びに
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取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「株式会社ライフステージ新株予

約権付与契約書」に定めるところによる。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

 
マンション
販売代理事業
（千円）

不動産流動化・
再生事業
（千円）

住宅設備備品
販売事業
（千円）

ＪＶデベロップ
メント事業
（千円）

計（千円）
消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 845,058 461,231 377,734 60,952 1,744,976 － 1,744,976

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － 3,540 － 3,540 △3,540 －

計 845,058 461,231 381,275 60,952 1,748,517 △3,540 1,744,976

営業費用 826,218 54,720 345,396 68,642 1,294,977 177,386 1,472,364

営業利益又は
営業損失（△）

18,839 406,511 35,879 △7,690 453,540 △180,927 272,612

（注）１．事業区分の方法

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主な内容

事業区分 主な事業内容

マンション販売代理事業
不動産デベロッパー各社へ商品企画、販売企画を提案いたします。
顧客への販売については、不動産デベロッパーの代理として販売活動、契約締結、ロー
ン事務及び引渡業務を行い、不動産デベロッパーから販売手数料を得ております。

不動産流動化・再生事業

＜不動産流動化事業＞
当社及びＳＰＣにて土地を購入の上、賃貸マンションを開発いたします。
＜不動産再生事業＞
不動産デベロッパーが所有する未販売マンション、法人、個人が所有する中古マンショ
ンを購入し、リニューアル後販売いたします。

住宅設備備品販売事業 マンション購入者に対して、住宅設備備品を販売しております。

ＪＶデベロップメント事業
他の不動産デベロッパーと分譲マンションを共同開発、販売しております。また、事業
企画に係る業務も行っております。

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は181,039千円であり、その主なものは

当社での管理部門に係る費用であります。

４．会計方針の変更

　当中間連結会計期間より「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12

月27日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成

18年５月31日）を適用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業

費用は2,448千円増加し、営業利益が同額減少しております。

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

 
受託販売
事業
（千円）

アセット
ソリューション

事業

（千円）

住宅設備備品
販売事業
（千円）

不動産分譲
事業
（千円）

賃貸住宅
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高         

(1）外部顧客に対する
売上高

881,333 520,000 170,720 860,995 266,322 2,699,372 － 2,699,372

(2）セグメント間の
内部売上高又は
　　振替高

14,295 － 7,069 － － 21,365 △21,365 －

計 895,629 520,000 177,790 860,995 266,322 2,720,737 △21,365 2,699,372

営業費用 915,971 510,555 196,421 912,215 254,314 2,789,478 220,817 3,010,295

営業利益又は
営業損失（△）

△20,341 9,444 △18,631 △51,219 12,007 △68,740 △242,182 △310,922

（注）１．事業区分の方法

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主な内容

事業区分 主な事業内容

受託販売事業
不動産デベロッパー各社へ商品企画、販売企画を提案いたします。
顧客への販売については、不動産デベロッパーの代理として販売活動、契約締結、ロー
ン事務及び引渡業務を行い、不動産デベロッパーから販売手数料を得ております。

アセットソリューション事業

当社及びＳＰＣ等にて土地を購入の上、賃貸マンション、商業施設等を開発いたしま
す。ＳＰＣ等より仲介手数料、業務委託手数料、物件売却益等を得ております。
デベロッパーが所有する未販売マンション、法人、個人が所有する中古マンションを購
入し、リニューアル後販売いたします。
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事業区分 主な事業内容

住宅設備備品販売事業 マンション購入者に対して、住宅設備備品を販売しております。

不動産分譲事業
他の不動産デベロッパーと分譲マンションを共同開発、販売しております。
他の不動産デベロッパーが開発・販売した新築分譲マンションを買取、再販しており
ます。

賃貸住宅事業
　鉄骨造アパート「スーパードーム」の建設請負を行います。
　顧客向けに当社グループが保有するアパートを賃貸して、賃貸収入を得ます。また、保有
するアパートの管理全般を行います。

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は243,609千円であり、その主なものは

当社での管理部門に係る費用であります。

４．会計方針の変更

　当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　なお、当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

 
受託販売
事業
（千円）

アセット
ソリューション

事業

（千円）

住宅設備備
品販売事業
（千円）

不動産分譲
事業
（千円）

賃貸住宅
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高         

(1）外部顧客に対する売上高 1,847,761 1,511,945 674,879 1,672,800 127,703 5,835,090 － 5,835,090

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 5,140 － － 5,140 △5,140 －

計 1,847,761 1,511,945 680,020 1,672,800 127,703 5,840,231 △5,140 5,835,090

営業費用 1,736,246 915,189 628,627 1,630,000 103,476 5,013,541 337,523 5,351,064

営業利益 111,514 596,756 51,392 42,799 24,227 826,690 △342,664 484,025

（注）１．事業区分の方法

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主な内容

事業区分 主な事業内容

受託販売事業
不動産デベロッパー各社へ商品企画、販売企画を提案いたします。
顧客への販売については、不動産デベロッパーの代理として販売活動、契約締結、ロー
ン事務及び引渡業務を行い、不動産デベロッパーから販売手数料を得ております。

アセットソリューション事業

当社及びＳＰＣ等にて土地を購入の上、賃貸マンション、商業施設等を開発いたしま
す。ＳＰＣ等より仲介手数料、業務委託手数料、物件売却益等を得ております。
デベロッパーが所有する未販売マンション、法人、個人が所有する中古マンションを購
入し、リニューアル後販売いたします。

住宅設備備品販売事業 マンション購入者に対して、住宅設備備品を販売しております。
不動産分譲事業 他の不動産デベロッパーと分譲マンションを共同開発、販売しております。

賃貸住宅事業
　鉄骨造アパート「スーパードーム」の建設請負を行います。
　顧客向けに当社グループが保有するアパートを賃貸して、賃貸収入を得ます。また、保有
するアパートの管理全般を行います。

なお、当連結会計年度より、事業区分の名称を一部変更しております。

「マンション販売代理事業」　　→　「受託販売事業」

「不動産流動化・再生事業」　　→　「アセットソリューション事業」

「ＪＶデベロップメント事業」　→　「不動産分譲事業」

また、当連結会計年度より、「賃貸住宅事業」を追加しております。

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は359,690千円であり、その主なものは

当社での管理部門に係る費用であります。

４．会計方針の変更

　当連結会計年度より「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年

５月31日）を適用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用

は7,346千円増加し、営業利益が同額減少しております。

【所在地別セグメント情報】

　前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）、当中間連結会計期間（自　平成19年７

月１日　至　平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）におい

て、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。
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【海外売上高】

　前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）、当中間連結会計期間（自　平成19年７

月１日　至　平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）におい

て、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

　当社子会社（旧社名株式会社ＬＳＢ、株式交換及び会社分割後に株式会社ベルスに商号変更）は、平成19年10

月11日開催の取締役会において、株式会社ベルス（株式交換及び会社分割後に箱崎管財株式会社に商号変更）

と株式交換及び会社分割を行い、株式会社ベルスにおける全事業を承継することを決議し、平成19年12月20日

付けで株式交換及び会社分割を完了いたしました。

１．被取得企業の名称、主な事業内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企

業の名称及び取得した議決権比率

(1）被取得企業の名称

株式会社ベルス

(2）被取得企業の主な事業内容

職域福利厚生サービス、不動産売買・賃貸・管理の紹介・斡旋

(3）企業結合を行った主な理由

　被取得企業は、国内大手企業、外資系大手企業等に対して、社宅斡旋、持家情報提供、企業福利厚生業務

アウトソーシング受託等の各種住宅関連サービスを提供しており、同社の連結子会社化により、当社の

主力事業である受託販売事業の販売力強化を図るとともに、当社グループが有する住宅関連事業との相

互紹介によるシナジー効果の発揮を図ることができると判断したためであります。

(4）企業結合日

平成19年12月20日

(5）企業結合の法的形式

株式交換及び会社分割

(6）結合後企業の名称

株式会社ベルス

(7）取得した議決権比率

94.0％

２．被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 480,000 千円

取得に直接要した費用 46,280 千円

取得原価 526,280 千円

３．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額

(1）株式の種類別の交換比率

普通株式　　株式会社ＬＳＢ　10：株式会社ベルス　１

(2）交換比率の算定方法

　第三者機関が行った株式会社ベルスの財務状況調査報告書等を参考に、当社と株式会社ベルスが株式

交換比率について、総合的な検討と協議を重ねて株式交換比率を算定いたしました。

(3）交付株式数及びその評価額

普通株式 15,800 千株

評価額 480,000 千円

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1）発生したのれんの金額

465,966千円

(2）発生原因

　株式交換を通じた被取得企業に係る連結上の当社持分増加額と取得原価との差額により発生したもの

であります。

(3）償却方法及び償却期間

10年間の定額法で償却
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５．企業結合及び会社分割日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

資産 金額（千円） 負債 金額（千円）

流動資産 114,654 流動負債 36,760

固定資産 99,369 固定負債 116,949

合計 214,023 合計 153,709

なお、株式交換、会社分割後の状況は、次のとおりであります。

①株式会社ＬＳＢは、株式交換及び会社分割の効力発生日に、商号を株式会社ベルスへ変更

②株式会社ベルスは、株式交換及び会社分割の効力発生日に、商号を箱崎管財株式会社へ変更

③株式会社ＬＳＢは、会社分割の効力発生を条件に、株式交換及び会社分割の効力発生日において、株式会社

ＬＳＢと株式会社ベルスの既存株主との株式交換により保有することとなった箱崎管財株式会社の発行

済株式全てを箱崎管財株式会社が指定する第三者に譲渡（株式譲渡後は、株式会社ＬＳＢと箱崎管財株式

会社の資本関係は無くなる）

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
　　至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
　　至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
　　至　平成19年６月30日）

１株当たり純資産額 103,850.88円

１株当たり中間純利益金額 6,171.21円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
5,841.35円

１株当たり純資産額 81,034.31 円

１株当たり中間純利益金額 △17,545.07 円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
－ 円

１株当たり純資産額 103,121.69 円

１株当たり当期純利益金額 9,551.11 円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
9,073.30 円

　当社は、平成18年２月10日付で株式１株につ

き３株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前中間連結会計期間における１

株当たり情報については、次のとおりとなり

ます。

１株当たり純資産額 88,073.44円

１株当たり中間純利益金額 181.62円

　当社は、潜在株式は存在するものの１株当た

り中間純損失であるため、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益は記載しておりません。

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年７月１日
　至　平成18年12月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年７月１日
　至　平成19年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年７月１日
　至　平成19年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額又は
１株当たり中間純損失金額（△）

   

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）
（千円）

112,294 △318,182 173,748

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又は
普通株式に係る中間純損失（△）（千円）

112,294 △318,182 173,748

期中平均株式数（株） 18,197 18,135 18,191

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益
金額

   

普通株式増加数 1,028 － 958

　（うち新株予約権） (1,028) (－) (958)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり中間（当期）純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要

　新株予約権２種類（新株予

約権の数380個）。

　なお、これらの詳細は、「第

４　提出会社の状況　１　株式

等の状況　(2）新株予約権等

の状況」に記載のとおりで

あります。

　新株予約権３種類（新株予

約権の数450個）。

　なお、これらの詳細は、「第

４　提出会社の状況　１　株式

等の状況　(2）新株予約権等

の状況」に記載のとおりで

あります。

　新株予約権２種類（新株予

約権の数380個）。

　なお、これらの詳細は、「第

４　提出会社の状況　１　株式

等の状況　(2）新株予約権等

の状況」に記載のとおりで

あります。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

――――― （合同会社SL Departmentの金融機関からの借

入に対する債務保証及び劣後ローン貸付）

　当社は、サムティ株式会社と共同で浜松市南

区（テナント：株式会社長崎屋浜松可美店）

において、不動産流動化事業を行うために設立

された合同会社SL Department（ＳＰＣ）の金

融機関からの借入に対する債務保証及び同社

への劣後ローン貸付を行ないました。

１．債務保証

会社名 金額（千円）

合同会社SL Department 1,000,000

２．劣後ローン貸付

(1）貸付先 合同会社SL Department
(2）貸付金額 300,000千円 
(3）利率 年　6.0％
(4）返済方法 期限一括

(5）返済期限 平成21年２月28日

　なお、合同会社SL Departmentの会社概要は、

次のとおりであります。

(1）商号 合同会社SL Department
(2）本店所在地 大阪市淀川区宮原３－４－

30
(3）資本金の額 1,000千円
(4）事業内容 ①信託受益権の取得、保有

及び処分並びに管理

②不動産の売買、保有、管理

及び賃貸

③前各号に付帯関連する一

切の業務

(5）決算期 11月
(6）設立日 平成20年１月15日 

　また、合同会社SL Departmentは、浜松市南区

において土地及び建物を取得いたしました。今

後は、当該土地及び建物について、バリュー

アップ等の施策を講じ、収益の向上を図ってま

いります。

　物件の概要は、次のとおりです。

(1）物件名称 長崎屋浜松可美店

 浜松市南区東若林町11－１
(3）地積 23,623.05㎡
(5）延床面積 23,169.92㎡
(5）種類 店舗

(6）構造 鉄骨造屋根４階建

(7）取得価額 土地　1,391,330千円 
建物　  960,637千円 

　当該事業に係る収益及び費用は、当社及びサ

ムティ株式会社が50％ずつ負担収受いたしま

すが、当該事業における最終決定は、株式会社

サムティが担うことになります。従って合同会

社SL Departmentは、サムティ株式会社が実質

的に支配することになり、同社の連結子会社と

なります。

―――――
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前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

（株式会社コオエーインターナショナル及び

有限会社ドリームプランの株式取得）

　当社は、平成19年２月28日開催の取締役会に

おいて、株式会社コオエーインターナショナル

及び有限会社ドリームプランの全株式を取得

し、完全子会社とすることを決議し、同日付で

株式取得を完了いたしました。

　また、株式会社コオエーインターナショナル

が全額出資する有限会社スーパードームも同

様に完全子会社となりました。

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結

合を行った主な理由、企業結合日、企業結

合の法的形式、結合後企業の名称及び取得

した議決権比率

(1）被取得企業の名称及び事業内容

①株式会社コオエーインターナショナル

主な事業内容 建設の請負、不動産

賃貸

資本金

（平成18年５月末）
40,300千円

総資産

（平成18年５月末）
1,308,629千円

売上高

（平成18年５月期）
389,367千円

発行済株式総数 806株

②有限会社ドリームプラン

主な事業内容 不動産管理、運営、修

繕、賃貸仲介

資本金

（平成18年５月末）
3,000千円

総資産

（平成18年５月末）
28,120千円

売上高

（平成18年５月期）
48,381千円

発行済株式総数 60株

③有限会社スーパードーム

主な事業内容 不動産購入、賃貸、管

理、所有、売却

資本金

（平成18年12月末）
3,000千円

総資産

（平成18年12月末）
2,649,121千円

売上高

（平成18年12月期）
353,688千円

発行済株式総数 60株

(2）企業結合を行った主な理由

　品質及びコスト面において優位性を持つ

独自開発の鉄骨造アパート「スーパー

ドーム」を展開する株式会社コオエーイ

ンターナショナル及び有限会社ドリーム

プランを完全子会社とすることで、地方都

市及びその周辺地域における賃貸住宅事

業へ新規参入を図るためであります。

(3）企業結合日

平成19年２月28日

(4）企業結合の法的形式

相対取引による株式取得

(5）結合後企業の名称

株式会社ライフステージ

(6）取得した議決権比率

100.0％

――――― ―――――
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前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

２．被取得企業の取得原価及びその内訳

(1）被取得企業の取得原価

371,859千円

(2）取得原価の内訳

①株式取得費用

株式会社コオエーインター

ナショナル

334,390千円

有限会社ドリームプラン 4,999千円

②株式取得に直接要した支出額

32,469千円

  

（多額な資金の借入）

　当社及び連結子会社は、中間連結決算日後平

成19年３月12日までに、総額2,143,000千円の資

金の借入を実行しております。

　その概要は、次のとおりであります。

(1）使途 マンション開発事業用地の

取得、運転資金

(2）借入先 株式会社三井住友銀行

株式会社みずほ銀行

株式会社りそな銀行

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行

株式会社山陰合同銀行

株式会社京都銀行

中央三井信託銀行株式会社

(3）利率 年　1.1％ ～ 2.5％
(4）返済方法 期限一括、分割

(5）返済期限 平成19年３月22日～平成22
年２月28日

(6）担保 一部の借入に際して、新規購

入のマンション開発事業用

地を担保として提供してお

ります。

――――― （多額の資金の借入）

　当社は、連結決算日後に、以下の資金の借入を

実行しております。

１．平成19年７月27日付借入

(1）使途 不動産開発事業用地の取得

(2）借入先 株式会社りそな銀行

(3）借入金額 550,000千円
(4）借入条件 金利　　：2.5％
 返済方法：期限一括

(5）返済期限 平成20年９月30日
(6）担保 土地（大阪市北区）

２．平成19年７月30日付借入

(1）使途 不動産開発事業用地の取得

(2）借入先 株式会社関西アーバン銀行

(3）借入金額 450,000千円
(4）借入条件 金利　　：2.9％
 返済方法：期限一括

(5）返済期限 平成20年６月30日
(6）担保 土地（大阪府和泉市）

３．平成19年９月５日付借入

(1）使途 買取再販を目的とした分譲

済マンションの取得

(2）借入先 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行

(3）借入金額 1,150,000千円
(4）借入条件 金利　　：1.7％
 返済方法：第１回返済は平

成19年12月31日
に50,000千円、第
１回以降１ヶ月

毎末日に100,000
千円返済

(5）返済期限 平成20年11月30日
(6）財務制限
条項

①各決算書等に係る損益計

算書における営業損益及

び経常損益のいずれも損

失としないこと

②各決算書等に係る有利子

負債の合計額を平成19年
６月期決算における有利

子負債の合計額の150％超
としないこと
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（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  
前中間会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  828,973   1,254,554   626,934   

２．売掛金  1,038,374   1,088,133   1,016,892   

３．仕掛販売用不動産 ※２ 951,783   5,116,872   2,383,597   

４．未成業務支出金  －   27,104   13,776   

５．短期貸付金  542,500   989,000   611,000   

６．その他 ※５ 227,676   576,321   280,271   

流動資産合計   3,589,308 87.8  9,051,986 90.1  4,932,471 86.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 55,570   50,235   50,443   

２．無形固定資産  2,928   3,863   3,363   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  289,301   73,027   94,381   

(2）関係会社株式 ※２ －   446,859   405,859   

(3）長期貸付金  －   306,267   132,612   

(4）その他 ※５ 152,335   113,925   109,730   

投資その他の資産
合計

 441,637   940,079   742,584   

固定資産合計   500,136 12.2  994,178 9.9  796,390 13.9

資産合計   4,089,444 100.0  10,046,164 100.0  5,728,862 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  113,187   82,623   186,939   

２．短期借入金
※２
※３

1,060,000   4,192,100   1,800,000   

３．一年以内返済予定
長期借入金

※２ 57,320   2,263,030   345,026   

４．一年以内償還予定
社債

 40,000   440,000   340,000   

５．賞与引当金  17,493   26,319   11,236   

６．契約キャンセル引
当金

 28,626   28,251   32,974   

７．その他 ※５ 261,094   495,091   298,142   

流動負債合計   1,577,720 38.6  7,527,415 74.9  3,014,318 52.6

Ⅱ　固定負債           

１．社債  520,000   280,000   400,000   

２．長期借入金 ※２ 16,370   620,010   396,672   

３．その他  81,066   14,883   32,159   

固定負債合計   617,436 15.1  914,893 9.1  828,831 14.5

負債合計   2,195,157 53.7  8,442,308 84.0  3,843,150 67.1
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前中間会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   515,461 12.6  515,461 5.1  515,461 9.0

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  486,560   486,560   486,560   

資本剰余金合計   486,560 11.9  486,560 4.8  486,560 8.5

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  3,452   3,452   3,452   

(2）その他利益剰余
金

          

別途積立金  470,000   570,000   470,000   

繰越利益剰余金  354,061   48,866   390,357   

利益剰余金合計   827,513 20.2  622,318 6.2  863,809 15.1

４．自己株式   △45,227 △1.1  △43,263 △0.4  △26,231 △0.5

株主資本合計   1,784,308 43.6  1,581,076 15.7  1,839,600 32.1

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  107,530 2.6  9,435 0.1  38,764 0.7

評価・換算差額等合
計

  107,530 2.6  9,435 0.1  38,764 0.7

Ⅲ　新株予約権   2,448 0.1  13,344 0.2  7,346 0.1

純資産合計   1,894,287 46.3  1,603,856 16.0  1,885,711 32.9

負債純資産合計   4,089,444 100.0  10,046,164 100.0  5,728,862 100.0

           

②【中間損益計算書】

  
前中間会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,308,603 100.0  1,888,667 100.0  3,379,754 100.0

Ⅱ　売上原価   556,116 42.5  1,488,954 78.8  2,009,839 59.5

調整前売上総利益   752,486 57.5  399,713 21.2  1,369,915 40.5

契約キャンセル引当金戻入額   31,256 2.4  32,974 1.7  31,256 1.0

契約キャンセル引当金繰入額   △28,626 △2.2  △28,251 △1.5  △32,974 △1.0

売上総利益   755,116 57.7  404,435 21.4  1,368,197 40.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   513,774 39.3  631,422 33.4  1,013,203 30.0

営業利益又は営業損失
（△）

  241,342 18.4  △226,987 △12.0  354,994 10.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 11,526 0.9  20,087 1.1  26,310 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２ 51,431 3.9  97,669 5.2  89,303 2.6

経常利益又は経常損失
（△）

  201,437 15.4  △304,569 △16.1  292,001 8.6

Ⅵ　特別利益   325 0.0  － －  58,574 1.8

Ⅶ　特別損失   495 0.0  － －  54,708 1.6

税引前中間(当期)純利益
又は税引前中間純損失
（△）

  201,267 15.4  △304,569 △16.1  295,868 8.8

法人税、住民税及び事業
税

 89,711   889   136,556   

法人税等調整額  2,829 92,540 7.1 △114,160 △113,270 △6.0 △1,933 134,622 4.0

中間（当期）純利益又は
中間純損失（△）

  108,726 8.3  △191,298 △10.1  161,245 4.8
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前中間会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年６月30日　残高
（千円）

209,561 180,660 3,452 470,000 245,334 718,786 － 1,109,008

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 305,900 305,900 － － － － － 611,800

中間純利益 － － － － 108,726 108,726 － 108,726

自己株式の取得 － － － － － － △45,227 △45,227

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

305,900 305,900 － － 108,726 108,726 △45,227 675,299

平成18年12月31日　残高
（千円）

515,461 486,560 3,452 470,000 354,061 827,513 △45,227 1,784,308

 

評価・換算
差額等

新株予約権 純資産合計
その他
有価証券
評価差額金

平成18年６月30日　残高
（千円）

114,547 － 1,223,555

中間会計期間中の変動額    

新株の発行 － － 611,800

中間純利益 － － 108,726

自己株式の取得 － － △45,227

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

△7,017 2,448 △4,568

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△7,017 2,448 670,731

平成18年12月31日　残高
（千円）

107,530 2,448 1,894,287

当中間会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年６月30日　残高
（千円）

515,461 486,560 3,452 470,000 390,357 863,809 △26,231 1,839,600

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当 － － － － △41,952 △41,952 － △41,952

別途積立金の積立 － － － 100,000 △100,000 － － －

中間純損失（△） － － － － △191,298 △191,298 － △191,298

自己株式の取得 － － － － － － △27,067 △27,067

自己株式の処分 － － － － △8,240 △8,240 10,034 1,793

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － 100,000 △341,491 △241,491 △17,032 △258,523
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年12月31日　残高
（千円）

515,461 486,560 3,452 570,000 48,866 622,318 △43,263 1,581,076

 

評価・換算
差額等

新株予約権 純資産合計
その他
有価証券
評価差額金

平成19年６月30日　残高
（千円）

38,764 7,346 1,885,711

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － － △41,952

別途積立金の積立 － － －

中間純損失（△） － － △191,298

自己株式の取得 － － △27,067

自己株式の処分 － － 1,793

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

△29,329 5,997 △23,331

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△29,329 5,997 △281,855

平成19年12月31日　残高
（千円）

9,435 13,344 1,603,856

前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年６月30日　残高
（千円）

209,561 180,660 3,452 470,000 245,334 718,786 － 1,109,008

事業年度中の変動額         

新株の発行 305,900 350,900 － － － － － 611,800

当期純利益 － － － － 161,245 161,245 － 161,245

自己株式の取得 － － － － － － △45,227 △45,227

自己株式の処分 － － － － △16,221 △16,221 18,995 2,773

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

305,900 305,900 － － 145,023 145,023 △26,231 730,591

平成19年６月30日　残高
（千円）

515,461 486,560 3,452 470,000 390,357 863,809 △26,231 1,839,600

 

評価・換算
差額等

新株予約権 純資産合計
その他
有価証券
評価差額金

平成18年６月30日　残高
（千円）

114,547 － 1,223,555

事業年度中の変動額    

新株の発行 － － 611,800
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評価・換算
差額等

新株予約権 純資産合計
その他
有価証券
評価差額金

当期純利益 － － 161,245

自己株式の取得 － － △45,227

自己株式の処分 － － 2,773

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△75,782 7,346 △68,435

事業年度中の変動額合計
（千円）

△75,782 7,346 662,155

平成19年６月30日　残高
（千円）

38,764 7,346 1,885,711

EDINET提出書類

株式会社ライフステージ(E04056)

半期報告書

64/87



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

イ　有価証券

満期保有目的の債券

―――――

イ　有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用

しております。

イ　有価証券

満期保有目的の債券

同左

 子会社株式

　移動平均法による原価法を採

用しております。

子会社株式

同左

子会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

を採用しております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ロ　たな卸資産

　主として個別法による原価法を

採用しております。

ロ　たな卸資産

仕掛販売用不動産、未成業務支出

金

　個別法による原価法を採用して

おります。

ロ　たな卸資産

仕掛販売用不動産、未成業務支出

金

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　　　　　５年～47年

(1）有形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　５～47年

(1）有形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　５～47年

  （会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、

当中間会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。

　なお、当該変更に伴う損益に与

える影響は、軽微であります。

 

  （追加情報）

　当社及び連結子会社は、法人税

法改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上して

おります。

　なお、当該処理に伴う損益に与

える影響は、軽微であります。

 

 (2）無形固定資産

ソフトウェア

　利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

―――――

(3）長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

３．繰延資産の処理方法 (1)株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

(1)株式交付費

―――――

(1)株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

 (2)社債発行費

―――――

(2)社債発行費

―――――

(2)社債発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

４．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、当中間会計期間に負担

すべき支給見込額を計上してお

ります。

(1）賞与引当金

同左

(1）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、当期に負担すべき支給

見込額を計上しております。

 (2）契約キャンセル引当金

　契約済未引渡しの物件につい

て、当中間期末日後に予想される

契約キャンセルによる損失に備

えるため、過去の契約キャンセル

率を勘案し、将来の契約キャンセ

ルに伴う損失見込額を計上して

おります。

(2）契約キャンセル引当金

同左

(2）契約キャンセル引当金

　契約済未引渡しの物件につい

て、当期末日後に予想される契約

キャンセルによる損失に備える

ため、過去の契約キャンセル率を

勘案し、将来の契約キャンセルに

伴う損失見込額を計上しており

ます。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップの特例処理を採用

しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ方法

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ方法

同左

 (3）ヘッジ方針

　金利変動リスク低減のため、対

象債務の範囲内でヘッジを行っ

ております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件

を満たしておりますので、有効性

の評価を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）販売受託手数料収入の計上基

準

　事業主から販売を委託された物

件について、物件購入契約が顧客

と事業主との間で締結された時

点で契約時受取手数料及び引渡

時受取手数料の全額を売上高に

計上しております。

(1）販売受託手数料収入の計上基

準

同左

(1）販売受託手数料収入の計上基

準

同左

 (2）販売準備費用

　各販売受託物件のモデルルーム

での販売活動開始前に発生した

準備費用は、販売準備費用（流動

資産のその他）として中間貸借

対照表に計上した上で、物件販売

戸数に応じて費用処理すること

としております。

(2）販売準備費用

同左

(2）販売準備費用

　各販売受託物件のモデルルーム

での販売活動開始前に発生した

準備費用は、販売準備費用（流動

資産のその他）として貸借対照

表に計上した上で、物件販売戸数

に応じて費用処理することとし

ております。

 (3）消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

(3）消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

　ただし、固定資産に係る控除対

象外消費税等については、投資そ

の他の資産の「その他」に計上

し、５年間の均等償却を行ってお

ります。

(3）消費税等の会計処理

同左

EDINET提出書類

株式会社ライフステージ(E04056)

半期報告書

67/87



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

（自　平成18年７月１日
　　至　平成18年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年７月１日
　　至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年７月１日
　　至　平成19年６月30日）

（ストック・オプション等に関する会計基

準）

　当中間会計期間より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会計基

準第８号　平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成

18年５月31日）を適用しております。これに

より、営業利益、経常利益及び税引前中間純

利益は、それぞれ2,448千円減少しておりま

す。

―――――― （ストック・オプション等に関する会計基

準）

　当事業年度より、「ストック・オプション

等に関する会計基準」（企業会計基準第８

号　平成17年12月27日）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５

月31日）を適用しております。これにより、

営業利益、経常利益及び税引前中間純利益

は、それぞれ7,346千円減少しております。

―――――― ―――――― （企業結合に係る会計基準）

　当事業年度より、「企業結合に係る会計基

準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）

及び「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号　平成17年12月27日）並び

に「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第10号　最終改正平成18年12月22日）

を適用しております。
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

―――――― （中間貸借対照表）

１．前中間会計期間までは、「未成業務支出金」を区分

掲記しておりませんでしたが、当中間会計期間から

明瞭表示のため、区分掲記しております。

なお、前中間会計期間末の「未成業務支出金」は

11,282千円であり、「仕掛販売用不動産」に含めて表

示しておりました。

２．前中間会計期間までは、「関係会社株式」を区分掲

記しておりませんでしたが、金額的重要性が増した

ため、当中間会計期間から区分掲記しております。

なお、前中間会計期間末の「関係会社株式」は43,000

千円であり、「投資有価証券」に含めて表示してお

りました。

３．前中間会計期間までは、「長期貸付金」を区分掲記

しておりませんでしたが、金額的重要性が増したた

め、当中間会計期間から区分掲記しております。

なお、前中間会計期間末の「長期貸付金」は23,879千

円であり、「投資その他の資産」の「その他」に含

めて表示しておりました。

（中間損益計算書）

　前中間会計期間までは、「契約キャンセル引当金繰入

額」及び「契約キャンセル引当金戻入額」を区分掲記し

ておりませんでしたが、当中間会計期間から明瞭表示の

ため、区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間の「契約キャンセル引当金繰入

額」は38,277千円、「契約キャンセル引当金戻入額」は

49,378千円であり、売上原価に含めて表示しておりまし

た。

――――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19年６月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

20,615千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

24,898千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

22,452千円であります。

※２．担保に供している資産

たな卸資産 332,550 千円

　上記は、短期借入金300,000千円の担保

に供しております。

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務

(1）担保に供している資産

仕掛販売用不動産 3,632,298 千円

関係会社株式 41,000 千円

計 3,673,298 千円

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務

(1）担保に供している資産

仕掛販売用不動産 837,017 千円

計 837,017 千円

 (2）上記に対応する債務

短期借入金 2,092,100 千円

一年内返済予定長期借

入金
200,000 千円

長期借入金 1,150,000 千円

計 3,442,100 千円

(2）上記に対応する債務

短期借入金 300,000 千円

一年内返済予定長期借

入金
200,000 千円

長期借入金 230,000 千円

計 730,000 千円

※３．財務制限条項

(1）当社が平成18年８月22日に締結した株

式会社みずほ銀行をエージェントとす

るリボルビング・クレジット・ファシ

リティ契約（シンジケート方式・融資

枠設定金額500,000千円）については、

以下の財務制限条項が付されておりま

す。なお、財務制限条項に抵触した場合

は、本契約にかかる一切の債務について

期限の利益を喪失し、直ちにそれらの債

務を弁済しなければならないことが定

められております。

①当社グループの連結貸借対照表の純資

産の部の金額を平成17年６月期末日に

おける連結貸借対照表の資本の部の金

額の80％及び直前の決算期末日におけ

る連結貸借対照表の純資産の部の金額

の80％のいずれか高い方の金額以上に

維持すること。

②当社の貸借対照表の純資産の部の金額

を平成17年６月期末日における貸借対

照表の資本の部の金額の80％及び直前

の決算期末日における貸借対照表の純

資産の部の金額の80％のいずれか高い

方の金額以上に維持すること。

③当社グループの連結損益計算書の当期

純利益につき、２期連続して損失を計上

しないこと。

④当社の損益計算書の当期純利益につき、

２期連続して損失を計上しないこと。

※３．財務制限条項

　当社の借入のうち、以下のものについては、

財務制限条項が付されております。なお、こ

れに抵触した場合は、本契約にかかる一切の

債務について期限の利益を喪失し、直ちにそ

れらの債務を弁済しなければならないこと

が定められております。

(1）平成19年８月21日に締結した株式会社

みずほ銀行をエージェントとするリボ

ルビング・クレジット・ファシリティ

契約（シンジケート方式・融資枠設定

金額700,000千円、借入実行残高500,000

千円）

①平成19年６月の決算以降の決算及び中

間決算につき、決算期の末日及び中間決

算の日において、連結貸借対照表の純資

産の部の金額を平成18年６月期末日に

おける連結貸借対照表の純資産の部の

金額の80％以上に維持すること。

②平成19年６月の決算以降の決算及び中

間決算につき、決算期の末日及び中間決

算の日において、貸借対照表の純資産の

部の金額を平成18年６月期末日におけ

る貸借対照表の純資産の部の金額の

80％以上に維持すること。

③平成19年６月の決算以降の決算につき、

決算期の末日において、連結損益計算書

の経常損益につき、損失を計上しないこ

と。

④平成19年６月の決算以降の決算につき、

決算期の末日において、損益計算書の経

常損益につき、損失を計上しないこと。

※３．財務制限条項

　当社の借入のうち、以下のものについては、

財務制限条項が付されております。なお、こ

れに抵触した場合は、本契約にかかる一切の

債務について期限の利益を喪失し、直ちにそ

れらの債務を弁済しなければならないこと

が定められております。

(1）平成18年８月22日に株式会社みずほ銀

行をエージェントとするリボルビング

・クレジット・ファシリティ契約（シ

ンジケート方式・融資枠設定金額

500,000千円、借入実行残高300,000千

円）

①当社グループの連結貸借対照表の純資

産の部の金額を平成17年６月期末日に

おける連結貸借対照表の資本の部の金

額の80％及び直前の決算期末日におけ

る連結貸借対照表の純資産の部の金額

の80％のいずれか高い方の金額以上に

維持すること。

②当社の貸借対照表の純資産の部の金額

を平成17年６月期末日における貸借対

照表の資本の部の金額の80％及び直前

の決算期末日における貸借対照表の純

資産の部の金額の80％のいずれか高い

方の金額以上に維持すること。

③当社グループの連結損益計算書の当期

純利益につき、２期連続して損失を計上

しないこと。

④当社の損益計算書の当期純利益につき、

２期連続して損失を計上しないこと。

 

EDINET提出書類

株式会社ライフステージ(E04056)

半期報告書

70/87



前中間会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19年６月30日）

(2）当社が平成18年９月20日に締結した株

式会社三井住友銀行を主幹事とするコ

ミットメントライン契約（シンジケー

ト方式・融資枠設定金額900,000千円）

については、以下の財務制限条項が付さ

れております。なお、財務制限条項に抵

触した場合は、本契約にかかる一切の債

務について期限の利益を喪失し、直ちに

それらの債務を弁済しなければならな

いことが定められております。

①各事業年度の決算期の末日における連

結貸借対照表の純資産の部の合計金額

を、直近の事業年度の決算期の末日にお

ける連結貸借対照表の純資産の部の合

計金額の80％に相当する金額以上に維

持すること。

②各事業年度の決算期の末日における単

体の貸借対照表の純資産の部の合計金

額を、直近の事業年度の決算期の末日に

おける単体の貸借対照表の純資産の部

の合計金額の80％に相当する金額以上

に維持すること。

③各事業年度の決算期の末日における連

結損益計算書の経常損益を損失としな

いこと。

④各事業年度の決算期の末日における単

体の損益計算書の経常損益を損失とし

ないこと。

⑤各事業年度の決算期の末日における連

結損益計算書の当期損益を２期連続で

損失としないこと。

⑥各事業年度の決算期の末日における単

体の損益計算書の当期損益を２期連続

で損失としないこと。

⑦各事業年度の決算期の末日における単

体の貸借対照表の有利子負債（短期借

入金、一年以内返済予定長期借入金、一

年以内償還予定社債、長期借入金及び社

債）の合計金額を、単体の損益計算書の

営業損益、受取利息、受取配当金及び減

価償却費の合計金額の10倍以内に維持

すること。

(2）平成18年９月20日に締結した株式会社

三井住友銀行を主幹事とするコミット

メントライン契約（シンジケート方式

・融資枠設定金額900,000千円、借入実

行残高900,000千円）

　本契約締結日以降、本契約が終了し、か

つ借入人及びエージェントに対する本

契約上の全ての債務の履行を完了する

までの間、次の各号を遵守することを確

約する。

①各事業年度の決算期の末日における連

結貸借対照表の純資産の部の合計金額

を、直近の事業年度の決算期の末日にお

ける連結貸借対照表の純資産の部の合

計金額の80％に相当する金額以上に維

持すること。

②各事業年度の決算期の末日における単

体の貸借対照表の純資産の部の合計金

額を、直近の事業年度の決算期の末日に

おける単体の貸借対照表の純資産の部

の合計金額の80％に相当する金額以上

に維持すること。

③各事業年度の決算期の末日における連

結損益計算書の経常損益を損失としな

いこと。

④各事業年度の決算期の末日における単

体の損益計算書の経常損益を損失とし

ないこと。

⑤各事業年度の決算期の末日における連

結損益計算書の当期損益を２期連続で

損失としないこと。

⑥各事業年度の決算期の末日における単

体の損益計算書の当期損益を２期連続

で損失としないこと。

⑦各事業年度の決算期の末日における単

体の貸借対照表の有利子負債（短期借

入金、一年以内返済予定長期借入金、一

年以内償還予定社債、長期借入金及び社

債）の合計金額を、単体の損益計算書の

営業損益、受取利息、受取配当金及び減

価償却費の合計金額の10倍以内に維持

すること。

(3）平成19年９月５日に株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行と締結した金銭消費貸借契

約（借入額1,150,000千円）

①当社の損益計算書（監査済みのもの）

において、営業損益及び経常損益のいず

れも損失としないこと。

②当社の貸借対照表（監査済みのもの）

において、有利子負債を平成19年６月期

決算における有利子負債の合計額の

150％超としないこと。なお、有利子負債

の合計額は、以下の算式により算出され

るものとする。

・有利子負債の合計額＝長期借入金＋

　短期借入金＋社債＋コマーシャルペ

　ーパー＋借入金以外の要償還債務

(2）平成18年９月20日に株式会社三井住友

銀行を主幹事とするコミットメントラ

イン契約（シンジケート方式・融資枠

設定金額900,000千円、借入実行残高

900,000千円）

　本契約締結日以降、本契約が終了し、か

つ借入人及びエージェントに対する本

契約上の全ての債務の履行を完了する

までの間、次の各号を遵守することを確

約する。

①各事業年度の決算期の末日における連

結貸借対照表の純資産の部の合計金額

を、直近の事業年度の決算期の末日にお

ける連結貸借対照表の純資産の部の合

計金額の80％に相当する金額以上に維

持すること。

②各事業年度の決算期の末日における単

体の貸借対照表の純資産の部の合計金

額を、直近の事業年度の決算期の末日に

おける単体の貸借対照表の純資産の部

の合計金額の80％に相当する金額以上

に維持すること。

③各事業年度の決算期の末日における連

結損益計算書の経常損益を損失としな

いこと。

④各事業年度の決算期の末日における単

体の損益計算書の経常損益を損失とし

ないこと。

⑤各事業年度の決算期の末日における連

結損益計算書の当期損益を２期連続で

損失としないこと。

⑥各事業年度の決算期の末日における単

体の損益計算書の当期損益を２期連続

で損失としないこと。

⑦各事業年度の決算期の末日における単

体の貸借対照表の有利子負債（短期借

入金、１年以内返済予定長期借入金、１

年以内償還予定社債、長期借入金及び社

債）の合計金額を、単体の損益計算書の

営業損益、受取利息、受取配当金及び減

価償却費の合計金額の10倍以内に維持

すること。
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前中間会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19年６月30日）

　４．債務保証

(1）次の関係会社の金融機関からの借入に

対し、債務保証を行っております。

会社名 金額（千円）

株式会社セルサスコーポ
レーション

2,056,000

　なお、上記のうち、平成18年６月２日に株

式会社三菱東京ＵＦＪ銀行と締結した金

銭消費貸借契約（借入総額340,000千円）

については、以下の財務制限条項が付され

ております。なお、これに抵触した場合は、

本契約にかかる一切の債務について期限

の利益を喪失し、直ちにそれらの債務を弁

済しなければならないことが定められて

おります。

①保証人である当社の損益計算書（監査

済みのもの）において、営業損益、経常

損益及び当期損益のいずれも損失とし

ないこと。

②保証人である当社の貸借対照表（監査

済みのもの）において、純資産の部の金

額を976,000千円以下としないこと。

　４．債務保証

(1）次の関係会社の金融機関からの借入に

対し、債務保証を行っております。

会社名 金額（千円）

株式会社セルサスコーポ
レーション

4,253,000

①上記のうち、平成18年６月２日に株式会

社三菱東京ＵＦＪ銀行と締結した金銭

消費貸借契約（融資枠設定金額340,000

千円、借入実行残高340,000千円）につ

いては、以下の財務制限条項が付されて

おります。なお、これに抵触した場合は、

本契約にかかる一切の債務について期

限の利益を喪失し、直ちにそれらの債務

を弁済しなければならないことが定め

られております。

(a）保証人である当社の損益計算書

（監査済みのもの）において、営業

損益、経常損益及び当期損益のいず

れも損失としないこと。

(b）保証人である当社の貸借対照表

（監査済みのもの）において、純資

産の部の金額を976,000千円以下と

しないこと。

②上記のうち、平成19年５月31日に株式会

社三菱東京ＵＦＪ銀行と締結した金銭

消費貸借契約（融資枠設定金額

1,200,000千円、借入実行残高1,200,000千

円）については、以下の財務制限条項が

付されております。なお、これに抵触し

た場合は、本契約にかかる一切の債務に

ついて期限の利益を喪失し、直ちにそれ

らの債務を弁済しなければならないこ

とが定められております。

(a）保証人である当社の連結損益計算

書（監査済みのもの）において、営

業損益、経常損益及び当期損益のい

ずれも損失としないこと。

(b）保証人である当社の連結貸借対照

表（監査済みのもの）において、純

資産の部の金額を1,460,000千円以

下としないこと。

　４．債務保証

(1）次の関係会社の金融機関からの借入に

対し、債務保証を行っております。

会社名 金額（千円）

株式会社セルサスコーポ
レーション

2,063,000

①上記のうち、平成18年６月２日に株式会

社三菱東京ＵＦＪ銀行と締結した金銭

消費貸借契約（借入総額340,000千円）

については、以下の財務制限条項が付さ

れております。なお、これに抵触した場

合は、本契約にかかる一切の債務につい

て期限の利益を喪失し、直ちにそれらの

債務を弁済しなければならないことが

定められております。

(a）保証人である当社の損益計算書

（監査済みのもの）において、営業

損益、経常損益及び当期損益のいず

れも損失としないこと。

(b）保証人である当社の貸借対照表

（監査済みのもの）において、純資

産の部の金額を976,000千円以下と

しないこと。

②上記のうち、平成19年５月31日に株式会

社三菱東京ＵＦＪ銀行と締結した金銭

消費貸借契約（借入額130,000千円）に

ついては、以下の財務制限条項が付され

ております。なお、これに抵触した場合

は、本契約にかかる一切の債務について

期限の利益を喪失し、直ちにそれらの債

務を弁済しなければならないことが定

められております。

(a）保証人である当社の連結損益計算

書（監査済みのもの）において、営

業損益、経常損益及び当期損益のい

ずれも損失としないこと。

(b）保証人である当社の連結貸借対照

表（監査済みのもの）において、純

資産の部の金額を1,460,000千円以

下としないこと。
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前中間会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19年６月30日）

 ③上記のうち、平成19年11月14日に株式会

社三菱東京ＵＦＪ銀行と締結した金銭

消費貸借契約（融資枠設定金額620,000

千円、借入実行残高240,000千円）につ

いては、以下の財務制限条項が付されて

おります。なお、これに抵触した場合は、

本契約にかかる一切の債務について期

限の利益を喪失し、直ちにそれらの債務

を弁済しなければならないことが定め

られております。

(a）保証人である当社の連結損益計算

書（監査済みのもの）において、営

業損益、経常損益及び当期損益のい

ずれも損失としないこと。

(b）保証人である当社の連結貸借対照

表（監査済みのもの）において、純

資産の部の金額を1,881,000千円未

満としないこと。

(c）保証人である当社の各事業年度に

係る連結貸借対照表における有利

子負債の合計額を直前期の連結貸

借対照表における有利子負債の合

計額の150％超としないこと。なお、

有利子負債の合計額は、以下の算式

により算出されるものとする。

・有利子負債の合計額＝長期借入

　金＋短期借入金＋社債＋コマー

　シャルペーパー＋借入金以外の

　要償還債務

 

 (2）次の関係会社の金融機関からの借入に

対し、債務保証を行っております。

会社名 金額（千円）

株式会社コオエーインター
ナショナル

841,410

株式会社ベルス 400,000

合同会社ベイサイド２９５ 3,340,000

(2）次の関係会社の金融機関からの借入に

対し、債務保証を行っております。

会社名 金額（千円）

株式会社コオエーインター
ナショナル

898,467

合同会社ベイサイド２９５ 3,340,000

※５．消費税等の取扱い

　仮払消費税及び仮受消費税は、相殺の

上、流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

※５．消費税等の取扱い

　仮払消費税及び仮受消費税は、相殺の

上、流動資産の「その他」に含めて表示

しております。

※５．消費税等の取扱い

　仮払消費税及び仮受消費税は、相殺の

上、流動負債の「その他」に含めて表示

しております。
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※１．営業外収益のうち、主要なものは次のと

おりであります。

※１．営業外収益のうち、主要なものは次のと

おりであります。

※１．営業外収益のうち、主要なものは次のと

おりであります。

受取利息 5,416 千円

受取事務手数料収入 3,527 千円

受取利息 11,831 千円

受取事務手数料収入 4,237 千円

不動産賃貸収入 2,957 千円

受取利息 13,008 千円

受取事務手数料収入 6,925 千円

受取配当金 3,115 千円

※２．営業外費用のうち、主要なものは次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち、主要なものは次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち、主要なものは次のと

おりであります。

支払利息 5,203 千円

融資関連手数料 29,000 千円

株式上場関連費用 8,136 千円

株式交付費 5,467 千円

支払利息 50,027 千円

社債利息 3,722 千円

融資関連手数料 40,869 千円

支払利息 23,882 千円

融資関連手数料 33,287 千円

株式上場関連費用 10,989 千円

株式交付費 5,467 千円

　３．減価償却の実施額は、次のとおりであり

ます。

　３．減価償却の実施額は、次のとおりであり

ます。

　３．減価償却の実施額は、次のとおりであり

ます。

有形固定資産 2,444 千円

無形固定資産 133 千円

有形固定資産 2,445 千円

無形固定資産 190 千円

有形固定資産 4,989 千円

無形固定資産 253 千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式 － 200 － 200

合計 － 200 － 200

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加200株は、市場からの買取りによる増加であります。

当中間会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式 116 200 51 265

合計 116 200 51 265

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加200株は、市場からの買取りによる増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少51株は、新株予約権の行使により自己株式を充当したことによるもので

あります。

前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度減
少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 － 200 84 116

合計 － 200 84 116

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加200株は、市場からの買取りによる増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少84株は、新株予約権の行使により自己株式を充当したことよるものであり

ます
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額

（千円）

減価償却
累計額
相当額

（千円）

中間期末
残高相当額

（千円）

有形
固定資産

3,142 2,967 174

無形
固定資産

11,105 7,773 3,331

合計 14,247 10,741 3,506

 
取得価額
相当額

（千円）

減価償却
累計額
相当額

（千円）

中間期末
残高相当額

（千円）

有形
固定資産

3,348 111 3,236

無形
固定資産

11,105 9,995 1,110

合計 14,454 10,106 4,347

 
取得価額
相当額

（千円）

減価償却
累計額
相当額

（千円）

期末残高
相当額

（千円）

無形
固定資産

11,105 8,884 2,221

合計 11,105 8,884 2,221

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,495 千円

１年超 1,166 千円

合計 3,662 千円

１年内 1,805 千円

１年超 2,604 千円

合計 4,409 千円

１年内 2,130 千円

１年超 193 千円

合計 2,324 千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 1,580 千円

減価償却費相当額 1,474 千円

支払利息相当額 55 千円

支払リース料 1,298 千円

減価償却費相当額 1,222 千円

支払利息相当額 35 千円

支払リース料 2,954 千円

減価償却費相当額 2,760 千円

支払利息相当額 91 千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当

額の差額を利息相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

　前中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）、当中間会計期間（自　平成19年７月１日　至　

平成19年12月31日）及び前事業年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）において、子会社株式で時

価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間

（自　平成18年７月１日
　　至　平成18年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年７月１日
　　至　平成19年12月31日）

前事業年度

（自　平成18年７月１日
　　至　平成19年６月30日）

１株当たり純資産額 104,199.06円

１株当たり中間純利益金額 5,975.13円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
5,655.75円

１株当たり純資産額 87,917.30円

１株当たり中間純利益金額 △10,548.51円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
－円

　当社は、潜在株式は存在するものの１株当た

り中間純損失であるため、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益は記載しておりません。

１株当たり純資産額 102,980.54円

１株当たり当期純利益金額 8,863.77円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
8,420.34円

　当社は、平成18年２月10日付で株式１株につ

き３株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前中間会計期間における１株当

たり情報については、次のとおりとなります。

１株当たり純資産額 89,888.19円

１株当たり中間純利益金額 △1,655.04円

  

（注）１株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失（△）金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の

算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年７月１日
　至　平成18年12月31日)

当中間会計期間

(自　平成19年７月１日
　至　平成19年12月31日)

前事業年度

(自　平成18年７月１日
　至　平成19年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額又は
１株当たり中間純損失金額（△）

   

中間(当期)純利益又は中間純損失（△）
（千円）

108,726 △191,298 161,245

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間(当期)純利益又は
中間純損失（△）（千円）

108,726 △191,298 161,245

期中平均株式数（千株） 18,197 18,135 18,191

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金
額

   

普通株式増加数 1,028 － 958

　（うち新株予約権） (1,028) (－) (958)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間(当期)純利益又は中間純損失（△）の

算定に含めなかった潜在株式の概要

　新株予約権２種類（新株予

約権の数380個）。

　なお、これらの詳細は、「第

４　提出会社の状況　１　株式

等の状況　(2）新株予約権等

の状況」に記載のとおりで

あります。

　新株予約権３種類（新株予

約権の数450個）。

　なお、これらの詳細は、「第

４　提出会社の状況　１　株式

等の状況　(2）新株予約権等

の状況」に記載のとおりで

あります。

　新株予約権２種類（新株予

約権の数380個）。

　なお、これらの詳細は、「第

４　提出会社の状況　１　株式

等の状況　(2）新株予約権等

の状況」に記載のとおりで

あります。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

――――― （合同会社SL Departmentの金融機関からの借

入に対する債務保証及び劣後ローン貸付）

　当社は、サムティ株式会社と共同で浜松市南

区（テナント：株式会社長崎屋浜松可美店）

において、不動産流動化事業を行うために設立

された合同会社SL Department（ＳＰＣ）の金

融機関からの借入に対する債務保証及び同社

への劣後ローン貸付を行ないました。

１．債務保証

会社名 金額（千円）

合同会社SL Department 1,000,000

２．劣後ローン貸付

(1）貸付先 合同会社SL Department
(2）貸付金額 300,000千円
(3）利率 年　6.0％
(4）返済方法 期限一括

(5）返済期限 平成21年２月28日

　なお、合同会社SL Departmentの会社概要は、

次のとおりであります。

(1）商号 合同会社SL Department
(2）本店所在地 大阪市淀川区宮原３－４－

30
(3）資本金の額 1,000千円
(4）事業内容 ①信託受益権の取得、保有

及び処分並びに管理

②不動産の売買、保有、管理

及び賃貸

③前各号に付帯関連する一

切の業務

(5）決算期 11月
(6）設立日 平成20年１月15日 

　また、合同会社SL Departmentは、浜松市南区

において土地及び建物を取得いたしました。今

後は、当該土地及び建物について、バリュー

アップ等の施策を講じ、収益の向上を図ってま

いります。

　物件の概要は、次のとおりです。

(1）物件名称 長崎屋浜松可美店

 浜松市南区東若林町11－１
(3）地積 23,623.05㎡
(5）延床面積 23,169.92㎡
(5）種類 店舗

(6）構造 鉄骨造屋根４階建

(7）取得価額 土地　1,391,330千円 
建物　  960,637千円 

　当該事業に係る収益及び費用は、当社及びサ

ムティ株式会社が50％ずつ負担収受いたしま

すが、当該事業における最終決定は、株式会社

サムティが担うことになります。従って合同会

社SL Departmentは、サムティ株式会社が実質

的に支配することになり、同社の連結子会社と

なります。

―――――
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前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

（株式会社エルエス・サービスとの合併）

　当社は、平成18年10月16日開催の取締役会に

おいて、連結子会社である株式会社エルエス・

サービスを吸収合併することを決議し、平成19

年１月１日を期日として合併いたしました。

１．合併の目的

　経営資源の集中と経営の効率化を図ること

を目的としております。

２．合併の要旨

(1）合併の日程

合併契約承認取締役会 平成18年10月16日
合併契約締結 平成18年10月16日

合併契約承認株主総会

　当社は、会社法第796条第３項に定める簡易

合併により開催いたしません。

　株式会社エルエス・サービスについても、同

法第784条第１項に定める略式合併により開

催いたしません。

(2）企業結合の法的形式

　当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式

会社エルエス・サービスは解散いたしまし

た。

(3）合併比率

　当社は、株式会社エルエス・サービスの全株

式を所有しているため、合併による新株の発

行及び資本金の増加はありません。

(4）会計処理の概要

　企業結合会計上の共通支配下における取引

に該当します。

(5）合併後の状況

　合併期日前日における株式会社エルエス・

サービスの資産及び負債を合併期日において

引き継ぎます。

３．被合併会社の概要（平成18年12月31日現

在）

①商号 株式会社エルエス・

サービス

②事業内容 新築分譲マンションの

引渡関連事業

③資本金 10,000千円
④純資産 18,082千円
⑤総資産 25,412千円
⑥主要取引先 当社

――――― ―――――
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前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

（株式会社コオエーインターナショナル及び

有限会社ドリームプランの株式取得）

　当社は、平成19年２月28日開催の取締役会に

おいて、株式会社コオエーインターナショナル

及び有限会社ドリームプランの全株式を取得

し、完全子会社とすることを決議し、同日付で

株式取得を完了いたしました。

　また、株式会社コオエーインターナショナル

が全額出資する有限会社スーパードームも同

様に完全子会社となりました。

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結

合を行った主な理由、企業結合日、企業結

合の法的形式、結合後企業の名称及び取得

した議決権比率

(1）被取得企業の名称及び事業内容

①株式会社コオエーインターナショナル

主な事業内容 建設の請負、不動産賃

貸

資本金

（平成18年５月末）
40,300千円

総資産

（平成18年５月末）
1,308,629千円

売上高

（平成18年５月期）
389,367千円

発行済株式総数 806株

②有限会社ドリームプラン

主な事業内容 不動産管理、運営、修

繕、賃貸仲介

資本金

（平成18年５月末）
3,000千円

総資産

（平成18年５月末）
28,120千円

売上高

（平成18年５月期）
48,381千円

発行済株式総数 60株

③有限会社スーパードーム

主な事業内容 不動産購入、賃貸、管

理、所有、売却

資本金

（平成18年12月末）
3,000千円

総資産

（平成18年12月末）
2,649,121千円

売上高

（平成18年12月期）
353,688千円

発行済株式総数 60株

(2）企業結合を行った主な理由

　品質及びコスト面において優位性を持つ

独自開発の鉄骨造アパート「スーパードー

ム」を展開する株式会社コオエーインター

ナショナル及び有限会社ドリームプランを

完全子会社とすることで、地方都市及びそ

の周辺地域における賃貸住宅事業へ新規参

入を図るためであります。

(3）企業結合日

平成19年２月28日

(4）企業結合の法的形式

相対取引による株式取得

(5）結合後企業の名称

株式会社ライフステージ

(6）取得した議決権比率

100.0％

――――― ―――――
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前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

２．被取得企業の取得原価及びその内訳

(1）被取得企業の取得原価

371,859千円

(2）取得原価の内訳

①株式取得費用

株式会社コオエーインター

ナショナル

334,390千円

有限会社ドリームプラン 4,999千円

②株式取得に直接要した支出額

32,469千円

  

（多額な資金の借入）

　当社は、中間決算日後平成19年３月12日まで

に、総額1,930,000千円の資金の借入を実行して

おります。

　その概要は、次のとおりであります。

(1）使途 マンション開発事業用地の取

得、運転資金

(2）借入先 株式会社みずほ銀行

株式会社りそな銀行

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

株式会社山陰合同銀行

株式会社京都銀行

中央三井信託銀行株式会社

(3）利率 年　1.1％ ～ 2.5％
(4）返済方法 期限一括、分割

(5）返済期限 平成19年３月22日～
平成22年２月28日

(6）担保 一部の借入に際して、新規購入

のマンション開発事業用地を

担保として提供しております。

――――― （多額な資金の借入）

　当社は、連結決算日後に、以下の資金の借入を

実行しております。

１．平成19年７月27日付借入

(1）使途 不動産開発事業用地の取得

(2）借入先 株式会社りそな銀行

(3）借入金額 550,000千円
(4）借入条件 金利　　：2.5％
 返済方法：期限一括

(5）返済期限 平成20年９月30日
(6）担保 土地（大阪市北区）

２．平成19年７月30日付借入

(1）使途 不動産開発事業用地の取得

(2）借入先 株式会社関西アーバン銀行

(3）借入金額 450,000千円
(4）借入条件 金利　　：2.9％
 返済方法：期限一括

(5）返済期限 平成20年６月30日
(6）担保 土地（大阪府和泉市）

３．平成19年９月５日付借入

(1）使途 買取再販を目的とした分譲

済マンションの取得

(2）借入先 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行

(3）借入金額 1,150,000千円
(4）借入条件 金利　　：1.7％
 返済方法：第１回返済は平

成19年12月31日
に50,000千円、第
１回以降１ヶ月

毎末日に100,000
千円返済

(5）返済期限 平成20年11月30日
(6）財務制限
条項

①各決算書等に係る損益計

算書における営業損益及

び経常損益のいずれも損

失としないこと

②各決算書等に係る有利子

負債の合計額を平成19年
６月期決算における有利

子負債の合計額の150％超
としないこと
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（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第17期）（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）平成19年９月26日近畿財務局長に提出。

(2）臨時報告書

平成19年８月７日近畿財務局長に提出

金融商品取引法（提出時点では証券取引法）第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第９号（代表取締役の異動（就任））規定に基づく臨時報告書であります。

(3）自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成19年８月13日　至　平成19年８月31日）　平成19年９月６日近畿財務局長に提出

報告期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年９月30日）　平成19年10月１日近畿財務局長に提出

EDINET提出書類

株式会社ライフステージ(E04056)

半期報告書

82/87



第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成19年３月12日

株式会社ライフステージ  

 取締役会　御中    

 監査法人　トーマツ

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 丹治　茂雄　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 美馬　和実　　印

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

ライフステージの平成18年７月１日から平成19年６月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年７月１日か

ら平成18年12月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結

財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示が

ないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ライフステージ及び連結子会社の平成18年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。

 

追記事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年２月28日に株式会社コオエーインターナショナル及び有限会

社ドリームプランの全株式を取得した。

また、重要な後発事象に記載されているとおり、会社及び連結子会社は中間連結決算日後に重要な資金の借入を実行し

た。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財務諸表に添

付する形で別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成20年３月14日

株式会社ライフステージ  

 取締役会　御中    

 大阪監査法人

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 橋本　義嗣　　印

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 安岐　浩一　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ライフステージの平成19年７月１日から平成20年６月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年

７月１日から平成19年12月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結

財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示が

ないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ライフステージ及び連結子会社の平成19年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成19年７月１日から平成19年12月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財務諸表に添

付する形で別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成19年３月12日

株式会社ライフステージ  

 取締役会　御中    

 監査法人　トーマツ

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 丹治　茂雄　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 美馬　和実　　印

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

ライフステージの平成18年７月１日から平成19年６月30日までの第17期事業年度の中間会計期間（平成18年７月１日から

平成18年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかど

うかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査

手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ライフステージの平成18年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年７月

１日から平成18年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

追記事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年２月28日に株式会社コオエーインターナショナル及び有限会

社ドリームプランの全株式を取得した。

また、重要な後発事象に記載されているとおり、会社は中間決算日後に重要な資金の借入を実行した。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

 平成20年３月14日

株式会社ライフステージ  

 取締役会　御中    

 大阪監査法人

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 橋本　義嗣　　印

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 安岐　浩一　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ライフステージの平成19年７月１日から平成20年６月30日までの第18期事業年度の中間会計期間（平成19年７

月１日から平成19年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかど

うかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査

手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ライフステージの平成19年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年７月

１日から平成19年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。
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